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春
秋
三
倍
入
門
講
座

第
四
章
　
公
羊
伝
の
思
想
　
〔
下
〕

野
間
　
文
史

春
秋
の
三
特
色
/
魯
国
主
体
に
つ
い
て
/
内
魯
説
に
つ
い
て
/
王
室
尊
崇
の
念
に
つ
い
て
/
理
念
と
し
て
の
王
/
天
子
・
諸
侯
・
大
夫
・
士
/

諸
侯
の
専
封
を
与
さ
ず
/
世
卿
は
非
礼
な
り
/
大
夫
に
遂
事
無
し
/
再
び
大
夫
に
遂
事
無
し
/
権
の
容
認
/
文
実
の
論
/
君
臣
の
義
と
親
親
の
道
/

君
親
無
将
、
将
而
誅
焉
/
親
親
の
道
(
以
上
前
集
)

中
国
と
夷
秋
/
夷
秋
に
与
す
に
は
一
に
し
て
足
ら
ず
/
中
国
も
新
夷
秋
な
り
/
放
烈
な
接
夷
/
意
志
の
尊
重
/
公
の
意
を
成
す
/
未
然
の
前
に
旺
す
/

伯
姫
を
録
す
/
賢
者
の
為
に
謹
む
/
譲
国
の
賢
者
/
復
讐
の
是
認
/
災
異
の
見
方
/
災
と
異
に
つ
い
て
/
災
異
自
戒
と
災
異
応
験
/
天
の
啓
示
/
公
羊

伝
の
作
成
(
以
上
本
集
)

中
国
と
夷
秋
　
　
最
後
に
　
「
中
国
」
と
　
「
夷
秋
」
　
の
問
題
、
つ
ま
り
『
公
羊

伝
』
の
夷
秋
観
も
単
純
で
は
な
い
。
こ
こ
で
前
も
っ
て
そ

の
結
論
を
述
べ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
『
公
羊
伝
』
に
お
け
る
「
接
夷
」
　
の
意
識

に
は
極
め
て
強
い
も
の
が
有
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
る
に
そ
れ
が
単
純
で
は
な

い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
『
公
羊
伝
』
で
は
夷
秋
を
一
方
的
に
拒

絶
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
態
度
も
.
ま
た
見
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
例
。

債
0
4
　
「
楚
屈
完
爽
盟
干
師
、
盟
干
召
陵
」

「
屈
完
」
と
は
誰
か
。
楚
の
大
夫
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
　
「
使
(
楚
子
が

屈
完
を
派
遣
し
て
盟
わ
せ
た
)
」
と
い
わ
な
い
の
か
。
屈
完
を
尊
ん
だ
か
ら

で
あ
る
。
ど
う
し
て
屈
完
を
尊
ぶ
の
か
。
屈
完
が
覇
者
で
あ
る
斉
の
桓
公

に
堂
々
と
対
当
し
た
か
ら
で
あ
る
。

「
軍
中
で
盟
い
、
召
陵
で
盟
っ
た
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
軍
隊
が
召

陵
に
駐
屯
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
軍
隊
が
召
陵
に
駐
屯
し
て
い
た
の
な

ら
、
ど
う
し
て
　
「
盟
っ
た
」
　
こ
と
を
二
度
も
い
う
の
か
。
楚
を
帰
服
さ
せ

た
こ
と
を
喜
ん
だ
か
ら
だ
。
楚
を
帰
服
さ
せ
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
楚
は
中
国
に
し
か
る
べ
き
王
者
が
い
る
と
き
に
は
最
後
に
帰

服
し
、
王
者
が
い
な
け
れ
ば
真
っ
先
に
離
叛
す
る
　
(
し
た
が
っ
て
楚
が
帰
服

し
た
と
い
う
こ
と
は
天
下
が
す
べ
て
帰
服
し
た
こ
と
に
な
る
)
。
こ
の
よ
う
な
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夷
秋
で
あ
っ
て
、
し
ば
し
ば
中
国
を
侵
略
し
て
い
る
。
当
時
、
南
夷
と
北

秋
と
に
か
わ
る
が
わ
る
侵
略
さ
れ
て
、
中
国
の
命
脈
は
細
糸
の
ご
と
く
今

に
も
絶
ち
き
れ
よ
う
と
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
桓
公
は
中
国

の
諸
侯
を
救
援
し
て
夷
秋
を
追
い
払
い
、
こ
と
ご
と
く
楚
を
征
服
し
、
か

く
し
て
王
者
の
事
業
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

経
文
に
　
「
来
た
り
て
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
桓
公
の
覇
者
た
る
こ
と

を
認
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
年
以
前
に
も
以
後
に
も
覇
者
の
こ
と
を
行

っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
特
に
こ
こ
で
桓
公
の
覇
者
た
る
こ
と
を
認
め

る
の
か
。
そ
の
　
(
楚
を
帰
服
さ
せ
た
蹟
夷
の
)
功
績
を
書
き
立
て
た
の
で
あ

る
。
　
(
屈
完
者
何
、
楚
大
夫
也
。
何
以
不
構
使
、
尊
屈
完
也
。
昂
烏
尊
屈
完
、
以

昔
桓
公
也
。
其
言
盟
干
師
、
盟
干
召
陵
何
、
師
在
召
陵
也
。
師
在
召
陵
則
る
癌
再

舌
盟
、
喜
服
楚
也
。
何
言
平
喜
服
楚
。
楚
、
有
王
者
則
後
服
、
無
王
者
則
先
叛
。

夷
秋
也
而
盃
病
中
固
。
南
夷
輿
北
秋
交
。
中
開
不
絶
若
緒
。
桓
公
救
中
国
両
棲
夷

秋
。
卒
帖
荊
。
以
比
烏
王
者
之
事
也
。
其
言
爽
何
、
輿
桓
腐
首
也
。
前
比
者
有
事

臭
、
後
比
者
有
事
臭
。
則
昂
烏
濁
於
比
焉
輿
桓
公
馬
首
、
序
績
也
)

い

と

　

ご

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

は

ら

こ
の
伝
文
の
主
旨
は
「
絶
え
ざ
る
桟
の
若
き
」
中
国
を
救
っ
て
夷
秋
を
擴
っ

た
斉
の
桓
公
の
功
績
を
強
調
し
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
桓
公
の
覇
業
を
「
王
者

の
事
」
と
ま
で
激
賞
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
い
っ
た
い
『
公
羊
伝
』
が
斉

の
桓
公
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
折
り
に
触
れ
て

述
べ
て
き
た
。
た
と
え
ば
斉
桓
の
信
用
が
天
下
に
著
わ
れ
て
、
そ
の
会
盟
の
記

事
に
は
日
付
を
書
か
ず
、
そ
の
会
盟
か
ら
魯
公
が
帰
国
し
た
記
事
は
無
い
と
か
、

ゆ
る

諸
侯
に
は
与
さ
れ
な
い
　
「
専
封
」
を
桓
公
に
は
与
す
と
か
い
う
の
が
そ
れ
で
あ

る
。
ま
た
こ
れ
以
外
に
も
桓
公
の
　
「
継
絶
存
亡
　
(
絶
え
た
世
を
継
ぎ
、
亡
び
た
国

を
存
続
さ
せ
る
)
」
　
の
業
績
を
称
讃
す
る
も
の
　
〔
倍
公
十
七
年
〕
等
が
有
る
。
そ

し
て
『
公
羊
伝
』
は
桓
公
の
覇
業
の
中
で
は
と
り
わ
け
「
接
夷
」
　
の
功
績
を
重

要
視
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
伝
文
で
は
「
旗
夷
」
を
強
調
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
桓
公
に
対

当
し
た
夷
秋
で
あ
る
楚
の
屈
完
を
尊
ん
で
い
る
点
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
〔
⑦
〕
。
つ
ま
り
『
公
羊
伝
』
　
で
は
夷
秋
を
全
く
受
け
容
れ
ぬ
と
い
う
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
楚
に
対
す
る
『
春
秋
』
の
処
遇
か
ら
も
伺

わ
れ
る
と
『
公
羊
伝
』
は
説
明
す
る
。
先
ず
次
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

荘
1
0
　
「
秋
、
九
月
、
荊
敗
察
師
干
草
。
以
察
侯
飲
舞
蹄
　
(
荊
、
察
師
を
草
に

放
り
、
祭
侯
飲
舞
を
以
て
締
る
)
　
」

「
荊
」
と
は
な
に
か
。
州
の
名
前
で
あ
る
。
州
は
国
に
及
ば
ず
、
国
は
氏

に
及
ば
ず
、
氏
は
人
に
及
ば
ず
、
人
は
名
に
及
ば
ず
、
名
は
字
に
及
ば
ず
、

字
は
子
〔
爵
位
〕
　
に
及
ば
な
い
。
「
察
侯
献
舞
」
は
な
に
ゆ
え
名
前
を
い

う
の
か
。
腔
絶
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
度
絶
す
る
の
か
。
獲
え
ら
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
　
「
獲
え
ら
れ
た
」
　
こ
と
を
い
わ
な
い
の
か
。

ゆ
る

夷
秋
が
中
国
の
国
君
を
獲
え
る
こ
と
を
与
さ
な
い
か
ら
だ
。
(
荊
者
何
、

州
名
也
。
州
不
若
国
、
國
不
若
氏
、
氏
不
若
人
、
人
不
若
名
、
名
不
若
字
、
字
不

君
子
。
葉
侯
献
舞
何
以
名
、
絶
。
昂
鳥
絶
、
獲
也
。
岳
鳥
不
言
獲
、
不
興
夷
秋
之

獲
中
国
也
)

こ
の
経
文
は
「
荊
」
す
な
わ
ち
楚
が
葉
の
軍
隊
を
撃
ち
放
り
、
寮
の
君
を
生

け
捕
り
に
し
た
記
事
で
あ
る
が
、
『
公
羊
伝
』
は
こ
こ
で
経
文
が
楚
の
国
を

「
荊
」
と
記
載
し
て
い
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
公
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羊
伝
』
に
よ
れ
ば
「
荊
」
は
楚
の
一
州
名
に
過
ぎ
ず
、
『
春
秋
』
の
義
例
に
は

子
(
楚
の
爵
位
)
-
字
-
名
-
人
-
氏
-
国
-
州

と
い
う
序
列
が
あ
っ
て
、
こ
の
経
文
は
楚
に
対
す
る
最
も
低
い
処
遇
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
　
(
な
お
国
君
を
獲
え
た
場
合
、
「
以
某
帰
」
と
表
現
す
る
の
は
、
夷
秋

が
中
国
の
国
君
を
獲
え
る
こ
と
を
与
さ
な
い
表
現
で
あ
る
と
い
う
)
。
と
こ
ろ
が
こ

れ
以
後
の
『
春
秋
』
の
楚
の
関
す
る
記
事
に
は

荘
2
3
　
荊
人
爽
碑
(
荊
人
、
来
聴
す
)

億
0
1
　
楚
人
伐
鄭
(
楚
人
、
鄭
を
伐
つ
)

と
あ
り
、
前
者
の
例
で
は
「
荊
」
　
(
州
)
　
か
ら
「
荊
人
」
　
(
人
)
　
へ
、
そ
し
て

後
者
の
例
で
は
「
荊
人
」
か
ら
「
楚
人
」
　
(
国
・
人
)
と
い
う
よ
う
に
年
を
追

う
て
そ
の
書
き
方
に
変
化
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
前
掲
の
億
公
四
年
で
は
、
「
屈

完
」
が
実
名
で
登
場
し
て
い
る
。
先
の
義
例
の
序
列
か
ら
い
え
ば
、
楚
に
対
す

る
処
遇
が
漸
次
上
昇
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
.
ち
な
み
に
荘
公
二
十
三
年
の
経

文
に
対
し
て
『
公
羊
伝
』
は
、
「
な
に
ゆ
え
荊
に
人
と
称
す
る
の
か
。
始
め
て

中
国
の
聰
礼
を
行
う
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
　
(
荊
何
以
稀
人
、
始
能
鴨

也
)
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
が
分
か
る
。

夷
秋
に
与
す
は
一
に
し
て
足
ら
ず
　
　
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、

夷
秋
で
も
中
国
の
礼
制
・
文
化
を
習

得
す
る
な
ら
、
夷
秋
か
ら
中
国
へ
と
上
昇
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
右
の
『
公
羊
伝
』
の
説
明
に
よ
る
か
ぎ
り
、
楚
に
対
す
る
書
法
の
変
化
は

そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
夷
秋
の
中
で
も
楚
に
次
い
で
有

力
で
あ
っ
た
呉
に
対
し
て
も
、
『
公
羊
伝
』
は
同
様
の
説
明
を
施
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
再
び
楚
を
例
に
と
る
な
ら
、
そ
の
後
さ
ら
に
上
昇
し
て
　
「
楚
人
」

は
　
「
楚
子
」
と
記
録
さ
れ
、
中
国
の
爵
位
ま
で
与
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

結
局
の
と
こ
ろ
中
国
へ
の
進
化
を
拒
否
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

文
0
9
　
「
冬
、
楚
子
使
椒
来
聴
(
楚
子
、
椒
を
し
て
爽
聰
せ
し
む
)
」

「
椒
」
　
と
は
誰
か
。
楚
の
大
夫
で
あ
る
。
楚
に
は
　
(
君
臣
関
係
の
備
わ
っ

た
)
　
中
国
諸
国
の
よ
う
な
大
夫
は
い
な
い
の
に
、
こ
こ
で
は
な
に
ゆ
え
書

い
た
の
か
。
始
め
て
大
夫
が
有
る
こ
と
を
許
容
し
た
の
で
あ
る
。
始
め
て

大
夫
が
有
る
こ
と
を
許
容
し
た
の
な
ら
、
な
に
ゆ
え
「
椒
」
　
に
「
氏
」
を

い
わ
な
い
の
か
。
夷
秋
を
許
容
す
る
場
合
に
は
、
一
挙
に
中
国
と
同
じ
扱

い
に
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
椒
者
何
、
楚
大
夫
也
。
楚
無
大
夫
、
比
何
以

書
。
始
有
大
夫
也
。
始
有
大
夫
、
則
何
以
不
氏
、
許
夷
秋
者
不
一
両
足
也
)

と
あ
る
よ
う
に
、
楚
に
中
国
諸
侯
と
変
わ
ら
な
い
礼
制
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
承
認
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
夷
秋
が
中
国
へ
上
昇
・
進
化
す
る
こ
と
に
対

ゆ
る

し
、
「
夷
秋
に
与
す
は
一
に
し
て
足
ら
ず
」
と
述
べ
て
、
歯
止
め
が
か
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
呉
に
対
し
て
も
　
「
許
夷
秋
着
不
意
両
足
也
」
　
(
袈
公
二
十

九
空
l
　
と
い
う
同
様
な
表
現
が
見
出
せ
る
。
し
か
も
『
春
秋
』
で
は
、
成
公
二

年
の
　
「
十
有
一
月
、
公
命
楚
公
子
嬰
替
干
萄
」
　
の
記
事
を
最
初
と
し
て
、
以
後
、

楚
の
記
事
は
中
国
諸
侯
と
同
じ
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

90
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『
公
羊
伝
』
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
し
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す

る
と
、
『
公
羊
伝
』
は
理
論
的
に
は
夷
秋
の
中
国
化
を
許
容
す
る
の
で
あ
る
が
、

心
情
的
に
は
こ
れ
を
認
め
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
本
音
だ
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
の
が
次
の
例
で
あ
る
。

宣
1
5
　
「
六
月
、
契
卯
、
音
節
滅
赤
秋
滋
氏
、
以
滋
子
嬰
見
樟
(
音
師
、
赤
秋

瀦
氏
を
渡
し
、
滋
子
嬰
兄
を
以
て
締
る
)
」

ろ「
瀞
」
　
は
な
に
ゆ
え
　
「
子
(
爵
)
」
　
と
称
す
る
の
か
。
満
子
は
善
を
為
そ

う
と
し
て
果
た
せ
ず
、
滅
亡
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
君
子
と
し
て
は
そ
の
善
を
為
そ
う
と
し
た
行
為
を
記
録
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
夷
秋
の
風
俗
を
離
れ
た
が
、
い
ま
だ
中
国
の
文
化
と
同
じ
く
す
る

ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
晋
の
軍
隊
が
こ
れ
を
攻
伐
し
た
と

き
、
中
国
の
諸
侯
で
こ
れ
を
救
援
す
る
も
の
が
な
く
、
秋
人
に
も
加
勢
す

る
も
の
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
滅
亡
し
た
の
で
あ
る
。
(
滋
何
以
稲
子
、

滋
子
之
烏
善
也
。
射
足
以
亡
爾
。
雑
然
、
君
子
不
可
不
記
也
。
離
干
夷
秋
、
而
未

能
合
干
中
国
。
音
師
伐
之
、
中
國
不
救
。
秋
人
不
有
、
是
以
亡
也
)

と
あ
る
伝
文
は
、
中
国
化
を
め
ざ
し
て
果
た
せ
ず
、
つ
い
に
滅
亡
す
る
に
至
っ

た
赤
秋
混
氏
の
悲
劇
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
『
公
羊
伝
』
が

示
し
た
夷
秋
の
限
界
の
姿
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

中
国
も
亦
た
新
夷
秋
な
り
　
　
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
夷
秋
か

ら
中
国
へ
の
進
化
が
説
か
れ
て
い
た
の
と
は

反
対
に
、
こ
ん
ど
は
中
国
が
夷
秋
へ
と
堕
落
す
る
こ
と
を
述
べ
た
例
も
見
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。

昭
2
3
　
「
戊
辰
、
呉
敗
頓
胡
沈
察
陳
許
之
師
干
錐
父
。
胡
子
髭
沈
子
砲
滅
、
獲

陳
夏
留
(
呉
頓
・
胡
・
沈
・
察
・
陳
・
許
の
師
を
錐
父
に
放
る
。
朝
子
髭
・
沈
子
砲
、

滅
び
、
陳
の
夏
宙
を
獲
ふ
)
　
」

へ
ん
せ
ん

こ
れ
は
堂
々
た
る
福
戦
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
詐
戦
の
表
現
で
い
う

の
か
。
『
春
秋
』
は
夷
秋
の
呉
を
主
体
に
し
た
書
き
方
を
与
さ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
ど
う
し
て
中
国
を
主
体
に
し
た
書
き
方
を
し

な
い
の
か
。
中
国
の
諸
侯
も
ま
た
新
夷
秋
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に

「
滅
」
と
か
　
「
獲
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
君
臣
の
分
を
区
別

し
た
も
の
で
あ
る
。
国
君
が
君
位
に
死
ぬ
こ
と
を
　
「
滅
」
と
い
い
、
生
け

捕
り
に
さ
れ
る
こ
と
を
「
獲
」
と
い
う
。
大
夫
の
場
合
は
生
死
に
か
か
わ

ら
ず
「
獲
」
と
い
う
。
夷
秋
を
主
体
に
し
た
書
き
方
を
与
さ
な
い
の
で
あ

る
な
ら
、
「
陳
の
夏
留
を
獲
え
た
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
呉
が
偏
戦
の

作
法
を
守
り
、
や
や
そ
の
行
動
が
進
歩
し
た
か
ら
で
あ
る
。
(
比
偏
戦
也
。

鳥
居
以
詐
取
之
辟
言
之
。
不
興
夷
秋
之
主
中
国
也
。
然
別
昂
鳥
不
便
中
国
主
之
。

中
国
亦
新
夷
秋
也
。
其
言
滅
獲
何
、
別
君
臣
也
。
君
死
千
位
田
城
、
生
得
日
獲
。

大
夫
生
死
皆
目
獲
。
不
興
夷
秋
之
主
中
国
、
則
其
言
獲
陳
夏
宙
何
、
呉
少
進
也
)

『
春
秋
』
で
戦
争
の
記
事
に
日
付
が
有
る
の
は
、
敵
味
方
の
双
方
が
日
時
を

期
し
た
堂
々
た
る
戦
い
で
あ
り
、
『
公
羊
伝
』
は
こ
れ
を
「
偏
戦
」
と
名
づ
け

る
。
『
春
秋
』
に
　
「
某
及
某
戦
干
某
地
」
と
記
録
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
　
「
某
敗
某
干
某
地
」
と
い
う
記
述
の
戦
争
は
、
日
時
を
約
し
て

い
な
い
奇
襲
の
ご
と
き
詐
謀
を
用
い
た
　
「
詐
戦
」
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
こ
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の
経
文
に
は
「
戊
辰
」
　
の
日
付
が
有
る
の
だ
か
ら
本
来
な
ら
ば
偏
戦
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
こ
で
は
詐
戦
の
書
法
で
記
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
呉
を
主
体

と
し
た
書
法
な
ら
、

戊
辰
、
呉
及
頓
・
餅
・
沈
・
察
・
陳
・
許
之
師
戦
干
雑
父

と
書
か
れ
る
は
ず
だ
し
、
ま
た
中
国
を
主
体
と
す
る
書
法
な
ら
、

戊
辰
、
頓
・
胡
・
沈
・
察
・
陳
・
許
之
師
及
呉
戦
干
雑
父

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
い
ず
れ
に
も
し
な
か
っ
た
の
は
、
ひ
と
つ

に
は
「
夷
秋
を
し
て
中
国
に
主
た
る
を
与
さ
ず
」
と
い
う
『
公
羊
伝
』
の
夷
秋

観
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ど
う
し
て
中
国
を
主
体
に
す
る
書
法
に
し

な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
「
中
国
も
亦
た
新
夷
秋
」
　
で
あ
る
か
ら
だ
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
夷
秋
の
中
国
へ
の
上
昇
が
許
容
さ
れ

て
い
た
の
と
は
逆
に
、
中
国
の
夷
秋
へ
の
堕
落
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
と
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
夷
秋
の
呉
は
　
「
少
進
」
　
し
、

「
陳
の
夏
音
を
獲
え
た
」
と
い
う
中
国
諸
侯
並
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
夷
秋
の
場
合
に
は
「
以
陳
夏
宙
掃
」
と
書
か
れ
る
は
ず
だ
か
ら

で
あ
る
。

以
上
の
事
か
ら
す
る
と
、
『
公
羊
伝
』
に
お
い
て
は
「
夷
秋
」
と
い
う
言
葉

が
、
中
華
の
人
々
に
と
っ
て
の
　
「
異
民
族
」
と
い
う
本
来
の
意
味
を
残
し
っ
つ

も
、
一
部
で
は
そ
れ
か
ら
離
れ
て
、
非
礼
・
非
道
徳
的
・
非
道
義
的
と
で
も
い

っ
た
抽
象
的
な
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
こ
と
は
『
公
羊

伝
』
で
或
る
国
を
「
夷
秋
」
　
だ
と
判
断
す
る
理
由
が
、

・
無
義
で
あ
る
こ
と
。
　
　
　
(
荘
公
二
十
四
年
の
戎
・
僧
公
二
十
一
年
の
楚
)

・
朝
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
中
国
の
礼
制
を
知
ら
な
い
こ
と
。

(
倍
公
二
十
九
年
の
介
・
蛮
公
十
八
年
の
白
秋
)

・
嫡
子
の
名
を
匿
す
こ
と
、
つ
ま
り
嫡
庶
の
区
別
が
無
い
こ
と
。

・
乱
淫
で
あ
る
こ
と
。

(
昭
公
五
年
の
秦
)

(
定
公
四
年
の
呉
)

等
と
い
っ
た
、
要
す
る
に
中
国
文
化
・
礼
制
を
基
準
と
し
て
見
た
場
合
の
反
道

徳
的
・
反
礼
制
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
と
並
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
中
野
と
夷
秋

と
を
分
か
つ
基
準
は
ひ
と
え
に
文
化
的
な
慶
劣
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
理
論
的
に
は
、
中
国
が
夷
秋
へ
と
退
歩
す
る
こ
と
も
当
然
有
り
得

た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
い
っ
た
ん
　
「
呉
」
　
か
ら
　
「
呉
子
」
　
へ
と
上
昇
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
び
夷
秋
へ
押
し
戻
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
例
も
有
る
。
.
.

定
0
4
　
「
庚
辰
、
呉
入
楚
」

「
呉
」
　
は
な
に
ゆ
え
　
「
子
(
爵
)
」
を
称
し
な
い
ゐ
か
1
　
夷
秋
に
逆
戻
り

し
た
か
ら
で
あ
る
。
夷
秋
に
逆
戻
り
し
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
呉
君

は
楚
君
の
妻
を
妻
と
し
、
呉
の
大
夫
は
楚
の
大
夫
の
妻
を
妻
上
し
た
。
お

そ
ら
く
楚
王
の
母
を
妻
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
(
呉
何
以
不
稀
子
、
反
夷
秋

也
。
其
反
夷
秋
奈
何
、
君
舎
干
君
室
、
大
夫
舎
干
大
夫
室
。
蓋
妻
楚
王
之
母
也
)

こ
の
伝
文
は
、
伯
昔
の
役
に
勝
利
し
た
呉
が
楚
の
国
都
に
侵
入
し
、
王
宮
を
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占
拠
し
た
際
の
無
軌
道
ぶ
り
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
同
年
に
「
夷
秋
に
し
て

中
国
を
憂
え
た
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
察
侯
以
呉
子
及
楚
人
戦
干
伯
苫
」
と

記
述
さ
れ
て
昇
格
し
た
「
呉
子
」
が
、
そ
の
無
道
ゆ
え
に
再
び
夷
秋
に
戻
っ
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
見
て
も
、
『
公
羊
伝
』
に
お
い
て

は
「
夷
秋
」
と
い
う
言
葉
が
「
褒
姪
」
と
し
て
の
価
値
判
断
を
伴
っ
た
意
味
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ち
な
み
に
『
春
秋
』
経
文
に
は
い
わ
ゆ
る
「
夷
秋
」
と
し
て
、
楚
・
呉
と
い

っ
た
大
国
以
外
に
も
、
「
戎
」
で
は
山
戎
・
妾
戎
・
陸
貴
戎
・
貿
戎
・
戎
登
氏
、

ま
た
「
秋
」
で
は
さ
ら
に
長
狭
・
白
秋
・
赤
秋
瀞
氏
と
い
う
よ
う
に
細
か
く
区

別
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
の
呼
称
で
登
場
す
る
。
し
か
し
『
公
羊
伝
』
が
こ
れ
ら
の

違
い
に
つ
い
て
は
全
く
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
「
夷
秋
」
が
価
値
判
断

を
伴
っ
た
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
『
公
羊

伝
』
に
と
っ
て
「
夷
秋
」
中
の
区
別
は
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
夷
秋
」
で

あ
る
こ
と
だ
け
で
充
分
な
の
で
あ
る
。

嬢
烈
な
譲
夷
　
さ
て
こ
こ
ま
で
『
公
羊
伝
』
の
夷
秋
観
を
見
て
き
た
。
そ

し
て
『
公
羊
伝
』
は
理
論
的
に
は
夷
秋
の
中
国
化
を
許
容

す
る
の
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
、
既
述
の
通
り
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
中
国
の
夷
秋
化
に
至
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
例
外
的
な
も
の

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
言
え
ば
、
『
公
羊
伝
』
の
撰
夷
の
意
識
は

極
め
て
強
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
〔
⑧
二

も
う
一
例
、
次
の
よ
う
な
伝
文
を
紹
介
し
て
、
『
公
羊
伝
』
l
の
夷
秋
観
の
説

明
を
終
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。

荘
1
8
　
「
夏
、
公
迫
戎
干
臍
西
(
公
、
戒
を
清
西
に
追
ふ
)
」

こ
こ
に
は
戒
が
魯
を
「
伐
っ
た
」
と
い
う
事
実
が
無
い
の
に
、
魯
が
戒

を
「
追
い
払
っ
た
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
魯
が
中
国
の
た
め
に
戒
を
追

い
払
っ
た
こ
と
を
重
大
視
し
て
称
賛
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
戒
が
魯

を
伐
っ
た
と
い
う
事
実
が
無
い
の
に
、
魯
が
中
国
の
た
め
に
戒
を
追
い
払

っ
た
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
ま
だ
至
ら
ぬ
先
に
予
め
こ
れ
を
防
禦
し
た
こ

と
を
重
大
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
済
西
に
ま
で
」
と
い
う
の
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
済
西
に
ま
で
追
い
払
っ
た
こ
と
を
重
大
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。

(
比
未
有
言
伐
者
、
其
言
追
何
。
大
其
癌
中
國
追
也
。
比
未
有
伐
中
国
者
、
則
其

書
房
中
開
追
何
。
大
其
未
至
両
線
禦
之
也
。
其
言
干
清
酉
何
、
大
之
也
)

こ
の
伝
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
、
戒
は
魯
(
中
国
)
に
侵
入
し
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
が
・
そ
の
戯
れ
有
り
と
し
て
・
魯
が
あ
ら
か
じ
め
先
制
攻
撃
を
仕
掛

け
た
の
で
あ
る
。
『
春
秋
』
が
「
撥
乱
反
正
」
の
書
で
あ
る
と
し
て
、
戦
争
に

対
し
て
は
極
め
て
批
判
的
な
『
公
羊
伝
』
が
、
異
例
に
も
こ
の
伝
文
に
お
い
て

は
夷
秋
に
対
す
る
討
伐
を
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
『
公
羊
伝
』
の
解
釈
を
離
れ
て
『
春
秋
』
自
体
を
見
た
場
合
、
果
た

し
て
そ
こ
に
「
撰
夷
」
の
思
想
が
有
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
不
明
と
す
る

の
が
無
難
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
、
対
立
す
る
主
張
が
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
例
を
も
と

に
『
公
羊
伝
』
の
思
想
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
で
以
下
に
、
こ
れ
ま
で
に
説

明
し
残
し
た
『
公
羊
伝
』
の
特
徴
的
な
主
張
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

先
ず
「
意
志
の
尊
重
」
、
次
い
で
「
賢
者
の
尊
重
」
、
最
後
に
「
災
異
の
見

方
」
　
の
順
に
。
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意
志
の
尊
重
　
　
『
公
羊
伝
』
は
行
為
の
結
果
よ
り
も
、
そ
の
行
為
を
為
す

に
至
っ
た
意
志
を
重
視
す
る
と
い
う
特
色
が
有
る
。
そ
の

こ
と
を
よ
く
示
す
例
と
し
て
、
二
つ
の
斌
君
の
例
、
宣
公
六
年
の
晋
の
超
盾
、

昭
公
十
九
年
の
許
の
世
子
止
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
先
ず
趨
盾
の
例
で
あ
る
。

宣
0
2
　
「
秋
、
九
月
、
乙
丑
、
菅
超
盾
拭
其
君
夷
皐
」

宣
0
6
　
「
六
年
、
春
、
曹
超
盾
衛
孫
免
侵
陳
」

趨
盾
は
君
を
試
し
た
罪
人
な
の
に
、
こ
こ
に
再
び
そ
の
名
が
現
わ
れ
る

の
は
な
ぜ
か
。
み
ず
か
ら
手
を
下
し
た
の
は
超
穿
だ
か
ら
で
あ
る
。
み
ず

か
ら
手
を
下
し
た
の
が
趨
穿
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
超
盾
に
拭
君
の
汚
名
を

着
せ
た
の
か
。
彼
が
拭
君
の
賊
を
討
伐
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
に

ゆ
え
戟
君
の
賊
を
討
伐
し
な
か
っ
滋
と
い
う
の
か
。

晋
の
史
官
が
賊
を
記
録
し
て
、
「
晋
の
趨
盾
、
其
の
君
夷
皐
を
耕
す
」

と
書
い
た
。
超
盾
が
い
っ
た
、
「
天
よ
、
私
は
無
実
で
す
。
私
は
君
を
鵜

し
て
い
な
い
。
い
っ
た
い
誰
が
私
が
君
を
耗
し
た
と
い
う
の
か
」
　
と
。
史

官
が
答
え
た
、
「
あ
な
た
は
か
ね
て
よ
り
仁
義
を
実
行
し
て
い
る
。
し
か

る
に
い
ま
君
を
耕
し
た
者
が
い
る
と
い
う
の
に
、
国
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
て

も
賊
を
討
伐
し
よ
う
と
は
な
さ
ら
ぬ
。
こ
れ
が
君
を
斌
し
た
こ
と
で
な
く

て
何
で
あ
ろ
う
」
と
。
超
盾
が
国
に
戻
っ
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
…

…
趨
穿
は
晋
の
民
衆
の
不
満
に
乗
じ
、
兵
を
起
こ
し
て
霊
公
を
耕
し
た
。

そ
の
後
で
趨
盾
を
迎
え
入
れ
、
二
人
で
朝
廷
を
取
り
仕
切
り
、
成
公
黒
腎

を
立
て
て
君
と
し
た
。
(
趨
盾
拭
君
、
比
其
復
見
何
。
親
拭
君
者
、
超
穿
也
。

親
耗
君
者
超
穿
則
島
虜
加
之
超
盾
。
不
討
賊
也
。
何
以
謂
之
不
討
賊
。
音
史
書
賊

日
、
音
超
盾
鵜
其
君
夷
皐
。
超
盾
日
、
天
平
。
無
事
。
喜
不
拭
君
。
誰
謂
吾
就
君

者
乎
。
.
史
日
、
顧
慮
仁
鳥
義
。
人
拭
爾
君
。
而
復
圃
不
討
賊
。
比
非
拭
君
如
何
。

趨
盾
之
復
國
奈
何
。
・
…
・
・
超
穿
縁
民
衆
不
説
、
起
拭
璽
公
。
然
後
迎
超
盾
而
入
。

輿
之
立
干
朝
、
而
立
成
公
黒
腎
)

い
っ
た
い
『
公
羊
伝
』
に
よ
れ
ば
、
『
春
秋
』
に
お
い
て
君
を
耗
し
た
人
物

は
そ
の
後
の
経
文
に
名
が
現
わ
れ
る
こ
と
の
無
い
の
を
通
例
と
す
る
が
、
こ
の

伝
文
で
は
、
事
件
の
起
っ
た
宣
公
二
年
の
四
年
後
の
経
文
に
「
趨
盾
」
と
書
か

れ
て
再
び
そ
の
名
が
見
え
る
こ
と
に
問
い
を
発
し
、
結
論
と
し
て
、
超
盾
が
直

接
の
鵜
君
者
で
は
な
い
か
ら
だ
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
な
ぜ
「
菅
の

超
盾
、
其
の
君
夷
皐
を
拭
す
」
と
書
い
た
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
国
の
執
政

者
と
し
て
拭
君
の
賊
を
討
た
な
か
っ
た
超
盾
の
責
任
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
超
盾
が
君
を
耕
し
た
」
と
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
超
盾
に
筆
誅
が
加
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
執
政
者
と
し
て
の
道
義
的
責
任
を
追
求
さ

れ
て
趨
盾
は
鶴
君
者
と
さ
れ
た
が
、
超
盾
自
身
に
拭
君
の
意
志
が
な
か
っ
た
た

め
、
囲
年
後
に
再
び
そ
の
名
を
経
文
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
盾
を
許
し

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
公
羊
伝
』
で
は
、
行
為
そ
の
も
の
よ
り

も
、
行
為
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
〔
⑨
〕
。

次
に
許
の
世
子
止
に
つ
い
て
。

昭
1
9
　
「
夏
、
五
月
、
戊
辰
、
許
世
子
止
拭
其
君
買
」

「
冬
、
葬
許
悼
公
」

い
ま
だ
蹴
君
の
賊
〔
世
子
止
〕
　
を
討
伐
し
て
い
な
い
の
に
、
な
に
ゆ
え

埋
葬
の
記
事
が
有
る
の
か
。
蹴
君
と
は
見
な
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
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し
て
耗
君
と
見
な
さ
な
い
の
か
。
世
子
止
が
薬
を
進
め
、
そ
の
薬
で
死
な

せ
て
し
ま
っ
た
(
も
の
で
、
拭
君
で
は
な
い
)
か
ら
で
あ
る
。
止
が
薬
を
進

め
、
そ
の
薬
で
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
　
「
耕
し
た
」

と
書
い
た
の
か
。
子
と
し
て
の
道
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
譲
っ
た
の

で
あ
る
。
子
と
し
て
の
道
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
譲
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。

た
と
え
ば
楽
正
子
春
の
　
(
親
へ
の
)
看
病
の
仕
方
と
い
う
の
は
、
彼
が

親
に
食
事
を
一
杯
進
め
る
と
め
っ
き
り
快
方
に
向
か
い
、
食
事
を
一
杯
減

ら
す
と
め
っ
き
り
快
方
に
向
か
う
。
ま
た
彼
が
親
に
着
物
を
一
枚
重
ね
る

と
め
っ
き
り
快
方
に
向
か
い
、
着
物
を
一
枚
脱
が
せ
る
と
め
っ
き
り
快
方

に
向
か
う
、
と
い
う
ふ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
(
親
へ
の
看
病
と
は
こ
の
よ
う

に
慎
重
に
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
)
。

と
こ
ろ
が
止
が
薬
を
進
め
、
そ
の
薬
で
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い

う
わ
け
で
君
子
は
　
「
耕
し
た
」
と
書
い
た
。
「
許
の
世
子
止
、
其
の
君
買

を
鵜
す
」
　
と
い
う
の
は
、
君
子
が
止
を
裁
い
た
の
で
あ
る
。
「
許
の
悼
公

を
葬
る
」
　
と
い
う
の
は
、
君
子
が
止
を
赦
し
た
の
で
あ
る
。
止
を
赦
し
た

と
は
、
止
の
罪
を
免
除
し
た
表
現
で
あ
る
。
(
賊
未
討
、
何
以
書
葬
。
不
成

干
拭
也
。
昂
烏
不
成
千
鶴
。
止
進
薬
而
薬
殺
也
。
止
進
薬
而
薬
殺
、
則
昂
鳥
加
拭

焉
爾
。
訣
子
道
之
不
義
也
。
其
誠
子
道
之
不
轟
奈
何
。
日
、
楽
正
子
春
之
視
疾
也
、

復
加
一
飯
則
脱
然
愈
。
復
損
一
飯
則
脱
然
愈
。
復
加
一
衣
則
脱
然
愈
。
復
損
一
衣

則
脱
然
愈
。
止
進
薬
而
薬
殺
。
是
以
君
子
加
拭
焉
爾
。
日
、
許
世
子
止
拭
其
君
買
。

是
君
子
之
畦
止
也
。
葬
許
悼
公
、
是
君
子
之
赦
止
也
。
赦
止
者
、
免
止
之
罪
辟

也
)

鵜
君
の
賊
が
討
た
れ
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
君
の
埋
葬
記
事
は
書
か
な
い
の

が
義
例
だ
と
『
公
羊
伝
』
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
拭
さ
れ
た
許
悼
公
に

埋
葬
の
記
事
が
有
る
こ
と
に
問
い
を
発
し
、
世
子
止
に
は
戟
君
の
意
志
が
無
か

っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
鵜
君
で
は
な
い
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
「
許
の

世
子
止
、
其
の
君
只
を
拭
す
」
と
記
録
し
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は

子
と
し
て
父
へ
の
看
病
の
態
度
に
慎
重
さ
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
、
世
子
止
を

と
が
め
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
許
の
悼
公
を
葬
る
」
と
書
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
が
鵜
君
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
、
世
子
止
の
罪
を
免
じ
た
と
い
う
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
行
為
の
結
果
=
裁
君
よ
り
も
、
そ
の
行
為
を
な
す

に
至
っ
た
意
志
=
看
病
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ち
な
み
に
後
世
、
こ
の
よ
う
な
『
公
羊
伝
』
の
意
志
の
尊
重
が
、
『
春
秋
』

の
義
と
し
て
現
実
の
政
治
の
場
に
お
い
て
刑
罰
の
判
断
の
拠
り
所
と
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
〔
⑩
〕
。

公
の
意
を
成
す
　
　
こ
の
　
「
意
志
の
尊
重
」
　
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
実

は
こ
れ
ま
で
に
引
用
し
た
『
公
羊
伝
』
の
中
に
も
す
で

に
見
え
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
公
羊
伝
』
冒
頭
の
隠
公
元
年
の

伝
文
に
は
、
「
公
、
何
を
以
て
か
即
位
を
言
は
ざ
る
。
公
の
意
を
成
せ
ば
な
り

(
公
何
以
不
言
即
位
。
成
公
意
也
)
」
　
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
事
実
の
上
で
は
隠
公

は
即
位
し
た
れ
っ
き
と
し
た
魯
公
で
あ
っ
た
が
、
彼
に
は
将
来
桓
公
に
譲
位
す

る
と
い
う
意
志
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
善
き
意
志
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

「
即
位
」
　
の
記
事
を
書
か
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

あ
る
い
は
ま
た
文
公
八
年
の
　
「
公
孫
放
如
京
師
、
不
至
而
復
、
丙
戊
、
奔

苫
」
　
と
い
う
経
文
に
対
し
て
『
公
羊
伝
』
は
、
文
公
は
公
孫
散
を
京
師
に
行
か
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せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
行
か
せ
た
い
と
い
う
文
公
の
「
意
志
を
遂

げ
」
さ
せ
て
、
公
孫
散
は
行
く
に
は
行
っ
た
が
、
途
中
か
ら
引
き
返
し
た
と
い

う
書
き
方
に
し
た
と
い
う
も
の
な
ど
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

特
に
隠
公
に
つ
い
て
『
公
羊
伝
』
は
繰
り
返
し
隠
公
の
桓
公
に
譲
位
し
ょ
う

と
し
た
「
意
を
成
」
さ
し
め
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
〔
⑳
〕
。
不
幸
に
し
て

隠
公
の
意
志
は
現
実
に
は
成
就
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
隠
公
は
鵜
殺
さ
れ
て

し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
『
公
羊
伝
』
は
、
隠
公
の
譲
国
の
意
志
が

『
春
秋
』
経
文
の
中
で
遂
げ
ら
れ
て
い
る
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

『
公
羊
伝
』
に
於
い
て
は
、
『
春
秋
』
が
魯
国
の
年
代
記
・
歴
史
書
か
ら
、
善

き
意
志
は
成
就
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
孔
子
の
義
が
込
め
ら
れ
た
理
想
の
書
・

理
念
の
書
へ
と
変
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
〔
⑫
〕
。

未
然
の
前
に
圧
す
　
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
実
で
は
遂
げ
ら
れ
な
か
っ

た
善
き
意
志
が
『
春
秋
』
経
文
の
上
で
は
遂
げ
ら
れ

て
い
る
と
見
な
す
『
公
羊
伝
』
に
お
い
て
は
、
逆
に
現
実
に
お
い
て
許
す
べ
か

ら
ざ
る
悪
し
き
意
志
の
方
は
、
『
春
秋
』
経
文
の
上
で
は
予
め
舷
絶
さ
れ
て
い

る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
次
の
二
つ
の
伝
文
を
見
て
み
よ
う
。

隠
0
4
「
秋
、
撃
帥
師
合
宋
公
陳
侯
察
人
衛
人
伐
鄭
(
野
師
を
帥
ゐ
て
宋
公
・

陳
侯
・
葉
人
・
衛
人
に
合
し
、
鄭
を
伐
つ
)
」

き「
撃
と
は
誰
か
。
公
子
蟹
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
公
子
と
称
さ
な
い
の
か
。

旺
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
臆
す
る
の
か
。
隠
公
を
蹴
す
る
こ
と
に

関
与
し
た
か
ら
で
あ
る
。
隠
公
を
鵜
す
る
こ
と
に
関
与
し
た
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。

へ
つ
ら

公
子
蟹
は
隠
公
に
謡
い
、
あ
る
と
き
隠
公
に
「
魯
国
の
人
々
は
我
が

君
に
満
足
し
、
諸
侯
も
ま
た
我
が
君
を
喜
ん
で
お
り
ま
す
。
ど
う
し
て
最

後
ま
で
君
位
に
と
ど
ま
ろ
う
と
は
な
さ
ら
な
い
の
で
す
か
」
と
言
っ
た
。

隠
公
は
「
そ
う
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
私
は
塗
裏
の
地
に
住
ま
い
を
作
ら

せ
、
そ
こ
に
隠
退
し
よ
う
と
思
う
」
と
答
え
た
。
公
子
撃
は
自
分
の
言
っ

た
こ
と
が
桓
公
の
耳
に
は
い
る
こ
と
を
恐
れ
、
そ
こ
で
桓
公
に
告
げ
て
言

う
、
「
私
が
あ
な
た
の
た
め
に
隠
公
に
耳
打
ち
し
た
と
こ
ろ
、
『
私
は
桓

公
に
返
す
つ
も
り
は
な
い
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
」
と
。
桓
公
は
「
そ
れ
な

ら
ど
う
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
」
と
相
談
し
た
。
「
反
乱
を
起
こ
し
て
く
だ
さ

い
」
と
答
え
た
。
か
く
し
て
隠
公
を
鐘
の
地
の
巫
の
祭
祀
の
際
に
拭
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
(
蟹
者
何
、
公
子
蟹
也
。
何
以
不
構
公
子
、
肢
。

島
鳥
畦
、
輿
拭
公
也
。
其
輿
拭
公
奈
何
、
公
子
守
詔
乎
隠
公
、
謂
隠
公
日
、
百
姓

安
子
、
諸
侯
説
子
、
姦
終
鳥
君
兵
。
隠
日
、
吾
否
。
音
便
脩
塗
裏
。
吾
烙
老
駕
。

公
子
蟹
恐
若
其
言
開
平
恒
。
於
是
謂
桓
日
、
吾
鳥
子
口
隠
臭
。
隠
日
、
吾
不
反
也
。

桓
日
、
然
則
奈
何
。
日
、
謂
作
軽
。
拭
録
公
於
鍾
巫
之
祭
駕
。
拭
隠
公
也
)

隠
1
0
　
「
夏
、
蟹
帥
師
含
賓
人
・
鄭
人
伐
宋
(
蟹
、
師
を
帥
ゐ
て
華
人
・
鄭
人
の
合

し
、
朱
を
伐
つ
)
　
」

こ
れ
は
公
子
撃
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
公
子
と
称
さ
な
い
の
か
。
敗
し
た

か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
度
す
る
の
か
。
彼
は
隠
公
の
　
(
拭
殺
に
関
与
し

た
)
罪
人
で
あ
る
か
ら
、
隠
公
の
篇
が
終
わ
る
ま
で
臆
し
て
公
子
と
称
さ

な
い
の
で
あ
る
。
(
比
公
子
蟹
也
。
何
以
不
精
公
子
、
歳
。
島
痙
蛭
、
隠
之
罪

人
也
、
故
終
隠
之
篇
旺
也
)
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こ
の
二
つ
の
伝
文
に
よ
れ
ば
、
経
文
に
「
蟹
」
と
の
み
記
さ
れ
て
、
「
公
子

撃
」
と
称
し
て
い
な
い
の
は
、
隠
公
十
一
年
の
隠
公
耗
殺
事
件
に
関
与
し
た
公

子
撃
を
、
そ
の
事
件
が
起
き
る
七
年
前
二
年
前
に
予
め
度
絶
し
て
い
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
後
世
に
い
わ
ゆ
る
「
未
だ
然
ら
ざ
る
前
に
臆
す
る
」
　
筆

法
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
【
⑬
〕
。

伯
姫
を
録
す
　
　
ま
た
反
対
に
、
そ
の
事
件
が
起
き
る
以
前
か
ら
予
め
重
ん

じ
ら
れ
て
い
る
人
物
が
有
る
。
『
公
羊
伝
』
が
絶
賛
し
て

止
ま
な
い
女
性
、
宋
の
伯
姫
が
そ
の
例
で
あ
る
。
彼
女
は
魯
か
ら
宋
へ
嫁
い
だ

公
女
で
あ
る
が
、
裏
公
三
十
年
に
宋
国
に
発
生
し
た
火
災
の
た
め
に
事
故
死
し

た
。
そ
の
間
の
事
情
を
『
公
羊
伝
』
は
次
の
よ
う
に
紹
介
す
る
。

嚢
3
0
　
「
五
月
、
甲
午
、
宋
災
。
伯
姫
卒
」

「
秋
、
七
月
、
叔
弓
如
来
、
葬
宋
共
姫
」

外
国
の
夫
人
の
埋
葬
の
記
事
は
書
か
な
い
の
に
、
こ
こ
に
な
に
ゆ
え
書

く
の
か
。
伯
姫
を
痛
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
痛
む
の
か
。
宋
に
火
災
が

あ
り
、
伯
姫
が
そ
れ
に
卒
し
た
か
ら
で
あ
る
。
〔
共
姫
と
〕
ぉ
輿
を
称
す

る
の
は
な
ぜ
か
。
賢
者
と
見
な
し
た
か
ら
だ
。
ど
う
し
て
賢
者
な
の
か
。

宋
に
火
災
が
生
じ
た
と
き
、
伯
姫
は
そ
こ
に
い
た
。
係
の
役
人
が
、
「
火

の
手
が
及
び
ま
す
。
ど
う
か
お
出
に
な
っ
て
下
さ
い
」
と
申
し
上
げ
た
。

ふ

　

　

　

　

　

ぎ

し
か
し
伯
姫
は
、
「
婦
人
が
夜
に
外
出
す
る
時
に
は
、
博
〔
侍
従
〕
と
母
l

〔
女
官
〕
が
い
な
け
れ
ば
、
堂
を
出
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
教
え
ら
れ
て
お

り
ま
す
」
と
。
博
が
か
け
つ
け
た
が
、
母
は
ま
だ
来
な
い
。
と
う
と
う
火

の
手
が
ま
わ
っ
て
焼
け
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
(
外
夫
人
不
書
葬
、
比
何
以
書
。

隠
之
也
。
何
隠
蘭
。
宋
災
、
伯
姫
卒
焉
。
其
構
在
何
、
賢
也
。
何
賢
街
、
宋
災
、

伯
姫
存
鳶
。
1
有
司
復
日
、
火
至
英
。
請
出
。
伯
姫
日
、
不
可
。
吾
聞
之
也
。
婦
人

夜
出
、
不
見
倍
母
不
下
堂
。
倍
至
兵
、
母
未
至
也
。
逮
乎
火
而
死
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
『
公
羊
伝
』
が
「
婦
人
夜
に
出
づ
る
止
き
、
博
母
を
見
ざ
れ

ば
堂
よ
り
下
り
ず
」
と
い
う
礼
制
を
遵
守
し
て
焼
死
し
た
伯
姫
の
行
為
を
賢
と

し
て
讃
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
『
春
秋
』
経
文
の
上
で
予
め
伯
姫

を
貞
女
の
鑑
と
見
な
し
て
特
別
に
重
ん
じ
て
記
録
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
事
件
が
起
き
る
以
前
に
、
繰
り
返
し
「
伯
姫
を
録
す
(
伯
姫
を

貞
女
と
し
て
記
録
し
た
)
」
と
記
述
し
た
以
下
の
経
文
が
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
。

成
公
0
8
　
夏
、
宋
公
使
公
孫
壽
爽
納
幣
[
伝
]
納
幣
不
書
、
此
何
以
書
、
録

成
公
0
8
　
衛
入
来
膝

成
公
0
9
　
二
月
、
伯
姫
厨
干
宋

成
公
0
9
　
夏
、
季
孫
行
父
如
宋
致
女

成
公
0
9
　
晋
人
爽
膝

成
公
1
0
　
賓
人
爽
膵

伯
姫
也
。

[
伝
]
膝
不
書
。
此
何
以
書
、
録
伯

姫
也
。

[
伝
]
　
未
有
言
致
女
者
、
此
真
言
致

女
何
、
録
伯
姫
也
。

[
伝
]
腺
不
書
。
此
何
以
書
、
録
伯

姫
也
。

[
伝
]
　
膝
不
書
。
此
何
以
書
、
録
伯

姫
也
。
…
…
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史
書
で
は
な
く
、
孔
子
の
理
想
が
託
さ
れ
た
理
念
の
書
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
伯
姫
に
対
す
る
評
価
は
こ
れ
と
は
異
な
り
、

「
宋
の
共
姫
の
や
り
方
は
未
婚
の
娘
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
既
婚
の
婦
人
の
取
る

べ
き
態
度
で
は
な
い
.
。
婦
人
な
ら
時
宜
に
応
じ
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
君
子
の
評
語
を
引
用
し
、
『
公
羊
伝
』
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

賢
者
の
為
に
練
む
　
　
さ
て
『
公
羊
伝
』
が
伯
姫
を
礼
を
遵
守
し
た
賢
者
と

見
な
し
て
い
る
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ

の
伯
姫
を
は
じ
め
と
し
て
『
公
羊
伝
』
で
は
「
賢
者
」
を
尊
ぶ
こ
と
に
も
力
を

注
い
で
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
既
引
の
関
公
元
年
の
伝
文
に
、

春
秋
は
尊
者
の
為
に
謹
み
、
親
者
の
為
に
詰
み
、
賢
者
の
為
に
諦
む
。

(
春
秋
烏
尊
者
詩
、
鳥
親
者
詩
、
鳥
賢
者
諌
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
『
公
羊
伝
』
が
賢
者
と

見
な
す
そ
の
行
為
が
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

引
用
し
た
も
の
の
中
に
も
有
っ
た
。

た
と
え
ば
.
「
権
を
知
る
」
賢
者
と
さ
れ
た
鄭
の
祭
仲
が
い
た
し
、
君
の
拭
殺

あ
ら

事
件
に
殉
じ
た
三
人
の
賢
人
、
す
な
わ
ち
采
の
孔
父
は
「
義
、

ふ
べ
し
」
、
采
の
仇
牧
は
「
彊
禦
を
畏
れ
ず
と
謂
ふ
べ
し
」
、

一
l

息
は
「
其
の
言
を
食
ま
ず
と
謂
ふ
べ
L
L
と
称
さ
れ
た
。
ま
た

色
に
形
は
る
謂

そ
し
て
晋
の
筍

「
継
絶
存
亡
の

功
」
　
の
有
る
賢
者
(
借
公
十
七
年
)
　
と
し
て
斉
の
桓
公
を
『
公
羊
伝
』
が
繰
り

返
し
高
く
評
価
す
る
こ
と
も
、
詳
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

譲
国
の
賢
者
　
　
し
か
し
『
公
羊
伝
』
が
特
に
称
讃
し
て
止
ま
な
い
も
の
の

筆
頭
は
実
に
　
「
譲
国
」
　
の
賢
人
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て

は
、
こ
れ
ま
た
既
述
の
通
り
、
魯
の
隠
公
が
桓
公
に
公
位
を
譲
ろ
う
と
す
る
意

志
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
を
『
公
羊
伝
』
は
絶
賛
し
続
け
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
隠
公
以
外
に
『
公
羊
伝
』
が
　
「
譲
国
」
　
の
賢
人
と
讃
え
る
人
物
に
は
、

衛
の
叔
武
・
呉
の
季
子
・
菅
の
公
子
喜
時
・
細
の
叔
術
等
が
い
る
。

倖
2
8
　
「
菅
人
執
衛
侯
、
蹄
之
干
京
師
」

…
春
秋
鳥
賢
者
詩
。
何
賢
乎
叔
武
、
議
団
也
。
其
護
国
奈
何
。
…

嚢
2
9
　
「
呉
子
使
札
来
聴
」

呉
無
君
無
大
夫
。
此
何
以
有
君
有
大
夫
。
賢
季
子
也
。
何
賢
乎
季
子
。

譲
國
也
。
其
譲
國
奈
何
。
…
・
‥

昭
2
0
　
「
夏
、
曹
公
孫
命
日
鄭
出
奔
宋
」

…
春
秋
烏
賢
者
詩
。
何
賢
乎
公
子
喜
時
。
譲
國
也
。
其
議
団
奈
何
。
…

昭
3
1
　
「
冬
、
黒
弓
以
濫
来
奔
」

…
賢
者
子
孫
宜
有
地
也
。
賢
者
執
謂
。
謂
叔
術
也
。
何
賢
乎
叔
術
、
譲

國
也
。
共
謀
國
奈
何
。
…

こ
れ
ら
の
伝
文
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
彼
ら
が
「
譲
国
」
す
る
に
至
っ
た
事

い
か
ん

情
を
「
其
の
国
を
譲
る
こ
と
奈
何
」
と
い
う
表
現
の
後
に
続
く
長
文
の
説
話
を

も
っ
て
詳
述
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
『
公
羊
伝
』
の
力
の
入
れ
方
が
分
か
る
。

こ
こ
で
は
一
例
だ
け
呉
の
季
子
(
公
子
季
札
)
　
の
場
合
を
紹
介
し
よ
う
。

98



第四章　公羊伝の思想〔下〕(野間)

嚢
2
9
　
「
呉
子
使
札
来
聴
(
呉
子
、
札
を
し
て
水
禍
せ
し
む
)
」

呉
に
は
君
主
も
大
夫
も
い
な
い
(
未
潤
の
夷
秋
で
あ
る
)
は
ず
な
の
に
、

こ
こ
で
は
な
に
ゆ
え
君
主
も
お
り
大
夫
も
い
る
の
か
。
季
子
(
札
)
を
賢

者
と
見
な
す
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
季
子
を
賢
者
と
見
な
す
の
か
。
国
を
譲

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
国
を
譲
っ
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

呉
に
は
謁
が
お
り
、
飴
祭
が
お
り
、
夷
味
が
お
り
、
季
子
と
あ
わ
せ
て

同
母
兄
弟
が
四
人
で
あ
っ
た
。
季
子
は
最
年
少
だ
が
才
能
が
あ
っ
た
の
で
、

兄
弟
は
と
も
に
季
子
を
か
わ
い
が
り
、
誰
も
が
季
子
を
立
て
て
国
君
に
し

た
い
と
考
え
た
。
謁
が
言
っ
た
、
「
今
こ
う
し
て
急
い
で
国
を
季
子
に
与

え
よ
う
と
す
れ
ば
、
季
子
は
ど
う
し
て
も
受
け
よ
う
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
自
分
の
子
に
国
を
与
え
な
い
で
弟
に
継
が
せ
、
兄
の
次
は
弟
と
い

う
よ
う
に
兄
弟
が
代
わ
る
が
わ
る
君
主
と
な
っ
て
、
国
を
季
子
に
与
え
た

い
と
思
う
が
ど
う
だ
ろ
う
」
と
。
み
な
は
「
賛
成
」
だ
と
答
え
た
。
か
く

し
て
君
主
と
な
っ
た
者
は
み
な
死
を
軽
ん
じ
て
勇
敢
に
ふ
る
ま
い
、
飲
食

の
際
に
も
、
「
天
が
ま
こ
と
に
呉
国
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
さ
れ
る
な
ら
、

ど
う
か
速
や
か
に
我
が
身
に
答
の
あ
ら
ん
こ
と
を
」
と
必
ず
祈
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
謁
が
死
ぬ
と
線
条
が
立
ち
、
飴
祭
が
死
ぬ
と

夷
味
が
立
ち
、
そ
し
て
夷
味
が
死
ぬ
と
国
は
当
然
季
子
に
伝
え
ら
れ
る
は

ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
季
子
は
他
国
に
使
者
と
し
て
趣
き
、
そ
の
と
き

呉
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

僚
は
妾
腹
の
長
兄
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
位
に
即
い
た
。
季
子
が
使
い
し

て
帰
国
す
る
と
、
僚
の
と
こ
ろ
に
至
り
こ
れ
を
君
主
と
認
め
た
。
(
謁
の

子
で
あ
る
)
　
園
庭
が
言
っ
た
、
「
先
君
が
国
を
子
に
与
え
な
い
で
弟
に
継

が
せ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
季
子
に
伝
え
た
い
が
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
。
も

し
先
君
の
命
に
従
お
う
と
す
る
な
ら
、
国
は
季
子
に
伝
え
る
べ
き
で
あ
る
。

も
し
先
君
の
命
に
従
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
私
が
当
然
位
に
即
い
て
よ
い

は
ず
だ
。
な
ん
で
僚
が
君
と
な
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
。
そ
こ
で
専

諸
に
僚
を
暗
殺
さ
せ
、
国
を
季
子
に
与
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
季
子
は

受
け
い
れ
よ
う
と
せ
ず
に
言
っ
た
、
「
爾
が
我
が
君
を
耕
し
、
我
れ
が
爾

か
ら
国
を
受
け
た
な
ら
、
そ
れ
は
我
れ
が
爾
と
と
も
に
基
奪
し
た
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
爾
が
我
が
兄
を
殺
し
、
我
れ
が
ま
た
爾
を
殺
し
た
な
ら

ば
、
父
子
兄
弟
が
殺
し
合
う
こ
と
に
な
り
、
い
つ
ま
で
も
果
て
る
こ
と
が

な
い
で
あ
ろ
う
」
と
。
季
子
は
都
を
去
っ
て
延
陵
に
行
き
、
生
涯
、
呉
国

に
入
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
い
う
わ
け
で
君
子
は
、
季
子
が
国
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
を
義
と

見
な
し
、
殺
し
合
い
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
仁
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。

季
子
を
賢
者
と
見
な
す
の
で
あ
れ
ば
、
呉
に
な
に
ゆ
え
君
主
や
大
夫
が

い
る
と
認
め
る
の
か
。
季
子
を
臣
下
〔
大
夫
〕
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
の
君

主
が
い
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
「
札
」
と
は
誰
か
。
呉
の
季
子
の
名
前
で
あ

る
。
春
秋
で
は
賢
者
に
は
名
前
を
言
わ
な
い
の
に
、
こ
こ
で
は
な
に
ゆ
え

名
前
を
言
う
の
か
。
夷
秋
を
許
容
す
る
場
合
、
一
挙
に
中
国
と
同
じ
扱
い

に
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
季
子
は
賢
者
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て

季
子
の
扱
い
を
中
国
と
同
じ
に
し
な
い
の
か
。
人
の
臣
は
必
ず
臣
と
し
、

人
の
子
は
必
ず
子
と
し
、
そ
の
道
を
全
う
す
る
よ
う
に
配
慮
す
る
の
で
あ

る
。
　
(
呉
無
君
無
大
夫
。
比
何
以
有
君
有
大
夫
。
賢
季
子
也
。
何
賢
乎
季
子
。
護

国
也
。
其
議
団
奈
何
。
謁
也
、
絵
祭
也
、
夷
昧
也
、
輿
季
子
同
母
者
四
。
季
子
弱

而
才
。
兄
弟
皆
愛
之
。
同
欲
立
之
以
鳶
君
。
謁
日
、
今
若
是
連
而
輿
季
子
団
、
季

子
猶
不
受
也
。
謂
無
典
子
而
輿
弟
、
弟
兄
迭
鳥
君
而
致
國
乎
季
子
。
皆
目
、
諾
。
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故
諸
癌
君
者
皆
怪
死
貞
男
。
飲
食
必
祝
日
、
天
筍
有
呉
國
、
尚
速
有
悔
於
予
身
。

故
謁
也
死
、
線
条
也
立
。
線
条
也
死
、
夷
味
也
立
。
夷
昧
也
死
、
則
圃
宜
之
季
子

者
也
。
季
子
使
而
亡
鳶
。
僚
者
、
長
庶
也
。
即
之
。
季
子
使
而
反
。
至
而
君
之
爾
。

聞
度
目
、
先
君
之
所
以
不
典
子
國
而
輿
弟
者
、
凡
慮
季
子
故
也
。
格
従
先
君
之
命

輿
、
則
國
宜
之
季
子
者
也
。
如
不
従
先
君
之
命
輿
、
則
我
宜
立
者
也
。
僚
悪
得
点

君
平
。
於
是
使
専
諸
刺
僚
、
而
致
國
乎
季
子
。
季
子
不
受
。
日
、
爾
拭
吾
君
。
吾

受
爾
固
、
是
吾
輿
爾
烏
慕
也
。
爾
殺
吉
見
、
吾
又
殺
膏
。
是
父
子
兄
弟
相
殺
、
終

身
無
巳
也
。
去
之
延
陵
。
終
身
不
入
呉
国
。
故
君
子
以
其
不
受
貞
義
、
以
其
不
殺

鳥
仁
。
賢
季
子
則
呉
何
以
有
君
有
大
夫
。
以
季
子
鳥
臣
則
宜
有
君
者
也
。
札
者
何
、

呉
季
子
之
名
也
。
春
秋
賢
者
不
名
。
比
何
以
名
、
許
夷
秋
着
不
萱
両
足
也
。
季
子

者
、
所
賢
也
。
昂
鳥
不
足
乎
季
子
、
許
人
臣
者
必
使
臣
、
許
人
子
者
必
使
子
也
)

こ
の
伝
文
の
後
半
は
、
『
公
羊
伝
』
の
旗
夷
思
想
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
以
外
の
伝
文
の
大
部
分
は
、
不
必
要
な
ほ
ど
に
長
文
の
説
話
を
引
用

し
、
季
子
の
賢
人
た
る
所
以
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
に
挙
げ
た
四
人

の
譲
国
の
賢
人
の
う
ち
、
「
仁
」
　
「
義
」
と
い
う
最
高
の
徳
目
で
称
讃
さ
れ
る

の
は
季
子
だ
け
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
呉
国
の
系
図
を
左
に
掲
げ
よ
う
。

僚謁
-
園
庭

餞
祭

夷
昧

季
子
　
(
札
)

と
こ
ろ
で
譲
国
を
称
讃
す
る
こ
と
は
、
『
公
羊
伝
』
以
前
の
文
献
に
も
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
論
語
』
泰
伯
篇
の
第
一
章
に
、

子
日
く
、
泰
伯
は
其
れ
至
徳
と
謂
ふ
べ
き
の
み
。
三
た
び
天
下
を
以
て
譲

り
、
民
得
て
称
す
る
こ
と
無
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
泰
伯
(
太
伯
)
　
は
後
に
股
に
代
わ
っ
て
天
下
を
取
る
は
ず
の

周
の
君
位
を
譲
っ
た
賢
人
と
し
て
、
孔
子
に
称
讃
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

「
三
た
び
天
下
を
以
て
譲
」
　
っ
た
よ
り
詳
し
い
事
情
を
、
我
々
は
『
史
記
』
呉

太
伯
世
家
の
冒
頭
の
一
節
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

呉
の
太
伯
と
太
伯
の
弟
の
仲
薙
と
は
、
い
ず
れ
も
周
の
太
王
〔
古
公
立

父
〕
　
の
子
で
あ
り
、
周
王
の
季
歴
の
兄
で
あ
る
。
季
歴
は
賢
明
な
人
物
で

あ
る
う
え
に
、
聖
徳
を
も
っ
て
生
ま
れ
た
昌
と
い
う
息
子
が
あ
っ
た
。
太

王
は
季
歴
を
位
に
つ
け
て
や
が
て
昌
に
位
を
伝
え
た
い
、
と
の
希
望
を
持

っ
て
い
た
。
そ
こ
で
太
伯
と
仲
薙
の
二
人
は
荊
蛮
の
地
に
落
ち
の
び
て
、

い
れ
す
み

文
身
を
し
て
頭
髪
を
短
く
刈
り
、
周
の
人
と
し
て
位
に
立
て
ら
れ
る
資
格

は
無
い
こ
と
を
示
し
、
季
歴
か
ら
身
を
遠
ざ
け
た
。
は
た
し
て
季
歴
は
位

に
つ
い
た
が
、
こ
れ
が
王
季
で
あ
り
、
昌
が
後
の
文
王
で
あ
る
。
太
伯
は

荊
蛮
の
地
へ
落
ち
の
び
る
と
、
そ
の
地
を
句
呉
と
称
し
た
。
荊
蛮
の
住
民

は
彼
の
義
を
慕
い
、
帰
服
す
る
も
の
に
千
余
家
も
あ
っ
て
、
彼
を
位
に
つ

け
て
呉
の
太
伯
と
L
l
た
。
太
伯
が
亡
く
な
る
と
、
息
子
が
な
か
っ
た
の
で
、

弟
の
仲
確
が
位
に
つ
い
た
。
こ
れ
が
呉
の
仲
確
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
た
参
考
ま
で
に
周
の
系
図
を
左
に
掲
げ
よ
う
。

周
.
太
王
討

太
伯
(
泰
伯
)

仲
薙

季
歴
　
-
　
昌
、
(
文
王
)
　
-
　
武
王

長
兄
が
末
弟
に
位
を
譲
ろ
う
と
し
た
点
で
、
『
公
羊
伝
』
の
季
子
の
例
と

『
史
記
』
の
太
伯
の
場
合
は
、
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
も
太
伯
は
呉
の

始
祖
と
な
る
人
物
で
あ
る
。
い
ず
れ
か
が
他
方
の
本
歌
で
あ
っ
た
可
能
性
も
有

る
だ
ろ
う
。

な
お
『
史
記
』
に
は
こ
の
ほ
か
に
譲
国
の
賢
人
と
し
て
、
伯
夷
・
叔
斉
を

「
列
伝
」
　
の
冒
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
司
馬
遷
も
ま
た
譲
国
の
賛
美
者
で
あ
っ
た
。
『
公
羊
伝
』
の
執
拗
な
ま
で

の
譲
国
賛
美
は
、
あ
る
い
は
『
史
記
』
成
立
当
時
の
風
潮
を
反
映
し
て
い
る
の

か
も
知
れ
な
い
。

復
讐
の
是
認
　
　
こ
の
他
に
『
公
羊
伝
』
が
賢
者
と
評
価
す
る
人
物
に
は
、

「
罪
に
服
し
た
」
紀
季
(
荘
公
三
年
)
、
「
君
臣
の
義
を

得
た
」
曹
窮
(
荘
公
二
十
四
年
)
、
「
親
親
の
道
と
君
臣
の
義
を
両
立
せ
し
め

た
」
魯
の
公
子
季
友
(
荘
公
三
十
二
年
)
、
「
能
く
変
じ
た
」
秦
の
穆
公
　
(
文

公
十
二
年
)
等
が
有
る
が
、
以
下
で
は
『
公
羊
伝
』
の
特
異
な
主
張
と
し
て
後

世
注
目
さ
れ
る
「
復
讐
」
に
関
す
る
斉
の
稟
公
の
例
を
引
用
し
よ
う
。

荘
0
4
「
紀
侯
大
去
其
國
(
紀
侯
、
其
の
団
を
大
去
す
)
」

「
大
去
し
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
滅
び
た
の
で
あ
る
。
誰
が
滅
ぼ

し
た
の
か
。
斉
が
滅
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
斉
が
滅
ぼ
し
た
と
言

わ
な
い
の
か
。
斉
の
裏
公
の
た
め
に
謹
み
は
ば
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
春

秋
』
は
賢
者
の
た
め
に
謹
み
は
ば
か
る
表
現
を
す
る
か
ら
だ
。
な
ぜ
嚢
公

あ
だ

を
賢
者
と
見
な
す
の
か
。
管
に
報
い
た
か
ら
で
あ
る
。
誰
の
讐
な
の
か
。

遠
い
祖
先
の
讐
で
あ
る
。
そ
の
昔
、
斉
の
哀
公
は
周
王
に
煮
殺
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
紀
侯
が
準
吉
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
怨
み
を
晴
ら
す
べ
く
祖
先

を
思
う
宴
公
の
心
情
は
こ
の
上
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
上
も
な
い
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
嚢
公
は
紀
に
復
管
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を

卜
し
て
言
っ
た
、
「
軍
勢
の
半
分
を
失
お
う
と
も
、
私
が
討
ち
死
に
し
よ

う
と
も
、
不
吉
と
は
考
え
ぬ
」
と
。

遠
祖
と
は
何
代
前
な
の
か
。
九
代
前
で
あ
る
。
九
代
前
で
も
な
お
復
讐

し
て
も
よ
い
の
か
。
た
と
え
百
代
前
で
も
よ
ろ
し
い
。
家
〔
大
夫
〕
　
の
場

合
も
復
讐
は
許
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
。
国
〔
諸
侯
〕
　
の
場

合
は
な
に
ゆ
え
許
さ
れ
る
の
か
。
国
と
君
と
は
一
体
で
あ
る
か
ら
だ
。
先

君
の
恥
辱
は
今
君
の
恥
辱
、
今
君
の
恥
辱
は
先
君
の
恥
辱
で
あ
る
。
国
と

君
と
は
な
に
ゆ
え
一
体
で
あ
る
の
か
。
国
君
は
国
が
体
で
あ
り
、
諸
侯
の

地
位
は
代
々
相
伝
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
国
と
君
と
は
一
体
な
の
で
あ
る
。

今
の
紀
侯
は
な
ん
の
罪
も
な
い
。
こ
れ
は
嚢
公
が
怒
り
を
遷
し
た
も
の

で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
は
違
う
。
そ
の
昔
に
明
天
子
が
い
た
な
ら
ば
、
紀

侯
は
必
ず
や
誅
殺
さ
れ
て
、
紀
国
は
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
紀

侯
が
誅
殺
も
さ
れ
ず
、
ま
た
今
日
ま
で
紀
国
が
存
続
し
て
い
る
の
は
、
明

天
子
が
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
に
し
え
は
、
諸
侯
に
は
必
ず
全
集

の
こ
と
や
、
互
い
に
訪
問
し
合
う
道
が
あ
り
、
そ
の
際
の
口
上
に
は
必
ず
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先
君
の
名
前
を
称
し
て
相
応
接
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、

斉
と
紀
が
う
ま
く
い
く
は
ず
は
な
く
、
天
下
に
並
び
立
つ
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
嚢
公
が
紀
侯
を
滅
ぼ
そ
う
と
し

た
の
は
、
紀
国
を
滅
ぼ
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
し
明
天
子
が
い
た
と
す
る
と
、
妥
公
が
同
じ
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
。
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
な

ら
、
妾
公
は
ど
う
し
て
そ
れ
を
な
し
た
の
か
。
上
に
し
か
る
べ
き
天
子
が

お
ら
ず
、
下
に
し
か
る
べ
き
方
伯
が
い
な
い
と
き
は
、
先
祖
を
痛
む
気
持

ち
か
ら
の
復
讐
は
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
(
大
去
者
何
、
滅
也
。
執
滅
之
、

賓
波
之
。
竜
虎
不
言
斉
滅
之
、
烏
秦
公
詩
也
。
春
秋
烏
賢
者
謹
。
何
賢
乎
袈
公
、

復
讐
也
。
何
首
爾
、
遠
祖
也
。
哀
公
亨
乎
周
。
紀
侯
讃
之
。
以
袈
公
之
鳥
於
比
焉

者
。
事
祖
禰
之
心
姦
夫
。
患
者
何
。
惑
公
精
復
菅
平
紀
、
卜
之
日
、
師
喪
分
蔦
。

寡
人
死
之
。
不
烏
不
吉
也
。
遠
祖
者
幾
世
平
、
九
世
臭
。
九
世
猶
可
以
復
菅
平
。

雌
百
世
可
也
。
家
亦
可
平
、
日
、
不
可
。
國
何
以
可
、
國
君
一
線
也
。
先
君
之
恥
、

猶
今
君
之
恥
也
。
今
君
之
恥
、
猶
先
君
之
恥
也
。
國
君
何
以
鳶
一
鯉
。
國
君
以
國

島
地
、
諸
侯
世
、
故
国
君
島
一
健
也
。
今
紀
無
罪
。
比
非
怒
輿
。
日
、
非
也
。
古

者
有
明
天
子
、
則
紀
侯
必
誅
、
必
無
紀
者
。
紀
侯
之
不
誅
、
至
今
有
紀
者
、
猶
無

明
天
子
也
。
古
者
諸
侯
必
有
会
衆
之
事
、
相
朝
鴨
之
道
。
競
辞
必
稀
先
君
以
相
接
。

然
則
賓
紀
無
説
蔦
。
不
可
以
並
立
平
天
下
。
故
絡
去
紀
使
者
、
不
得
不
去
紀
也
。

有
明
天
子
、
則
袈
公
得
烏
若
行
平
。
日
、
不
得
也
。
不
得
則
袈
公
最
盛
鳥
之
。
上

無
天
子
、
下
無
方
伯
、
縁
恩
疾
者
可
也
)

一
般
的
に
『
公
羊
伝
』
が
　
「
滅
国
」
　
を
大
悪
と
す
る
こ
と
は
今
ま
で
に
も
言

及
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
斉
の
嚢
公
が
紀
国
を
滅
ぼ
し
た
こ
と
を

「
復
讐
」
　
の
た
め
の
行
為
と
し
て
称
賛
し
、
嚢
公
を
賢
者
と
見
な
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
復
讐
と
は
九
世
前
の
遠
祖
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
『
公
羊
伝
』
　
の
主
張
を
認
め
て
、
も
し
復
皆
の
た
め
の

戦
争
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
『
春
秋
』
二
百
四
十
二
年
間
に
お
け
る
大
小

三
百
条
に
及
ぼ
う
と
す
る
戦
争
記
事
の
ほ
と
ん
ど
は
、
こ
れ
を
復
管
の
義
戦
と

見
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
と
さ
ら
に
斉
の
嚢
公
の
九
世
の
皆
を
討
つ
こ

と
を
強
調
す
る
必
要
も
無
い
で
あ
ろ
う
。
「
春
秋
に
義
戦
無
し
」
と
は
孟
子
の

言
葉
で
あ
っ
た
〔
⑳
〕
。
と
こ
ろ
が
『
公
羊
伝
』
は
復
普
戦
で
あ
る
な
ら
、
た

と
え
こ
れ
に
敗
戦
し
よ
う
と
も
、
そ
の
こ
と
を
誇
り
と
す
る
と
ま
で
主
張
し
て

い
る
。荘

0
9
　
「
八
月
、
庚
申
、
及
賓
師
戦
干
乾
時
。
我
師
敗
績
」

魯
の
敗
戦
は
記
録
し
な
い
の
に
、
こ
こ
に
敗
戦
を
言
う
の
は
な
ぜ
か
。

敗
戦
を
誇
大
祝
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
敗
戦
を
誇
大
視
す
る
の
か
。

こ
れ
が
復
讐
戦
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
国
斉
に
復
讐
す
る
も
の
な
の

に
、
ど
う
し
て
微
賎
の
者
を
使
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
荘
公
で
あ
る
。
荘
公

で
あ
る
な
ら
ど
う
し
て
公
と
言
わ
な
い
の
か
。
公
が
復
管
す
る
こ
と
は
許

さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
公
が
復
督
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
か
。

復
讐
は
下
位
の
者
が
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
(
内
不
言
敗
、
比
其
舌
敗
何
。

伐
敗
也
。
昂
烏
伐
敗
、
復
讐
也
。
比
復
讐
乎
大
国
、
岳
烏
使
微
者
、
公
也
。
公
則

昂
烏
不
言
公
、
不
興
公
復
讐
也
。
島
烏
不
興
公
許
善
、
復
讐
者
、
在
下
也
)

魯
の
荘
公
の
父
で
あ
る
桓
公
が
、
斉
の
嚢
公
に
殺
さ
れ
た
こ
と
は
す
で
に
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
乾
時
の
戦
い
は
そ
の
復
讐
戦
で
あ
っ

102
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た
。
そ
の
結
果
、
魯
は
こ
の
戦
い
に
敗
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
謹
む
こ

と
は
せ
ず
、
誇
る
べ
き
敗
戦
と
し
て
直
書
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
戦
い
に
先
立
つ
五
年
前
に
、
荘
公
は
斉
の
妾
公
と
と
も
に
狩

り
を
し
て
い
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。

荘
0
4
　
「
冬
、
公
及
賓
人
狩
干
部
」

荘
公
は
ど
う
し
て
斉
の
微
賎
な
者
と
　
「
狩
り
」
を
し
た
の
か
。
こ
れ
はあ

だ

斉
侯
で
あ
る
。
斉
侯
で
あ
る
な
ら
「
斉
人
」
と
称
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
讐

と
と
も
に
狩
り
を
し
た
の
を
諦
み
避
け
た
表
現
に
し
た
の
で
あ
る
。
魯
は

こ
れ
よ
り
以
前
に
も
以
後
に
も
、
斉
と
行
動
を
と
も
に
し
た
こ
と
は
あ
る

の
に
、
ど
う
し
て
こ
の
こ
と
だ
け
を
譲
る
の
か
。
讐
と
と
も
に
す
る
こ
と

は
一
度
譲
る
だ
け
な
の
で
、
最
も
重
大
な
こ
と
を
選
ん
で
譲
っ
た
の
で
あ

る
。
管
と
狩
り
を
す
る
よ
り
重
大
な
こ
と
は
な
い
の
だ
。
管
と
の
こ
と
は

ど
う
し
て
一
度
議
を
だ
け
な
の
か
。
管
と
は
い
つ
い
か
な
る
時
も
通
じ
合

う
こ
と
は
な
い
。
通
じ
合
え
ば
大
い
に
譲
る
。
し
か
し
い
ち
い
ち
は
讃
り

き
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
最
も
重
大
な
こ
と
を
選
ん
で
一
度
だ
け
譲
り
、
そ

の
他
は
通
例
の
記
述
に
従
う
の
で
あ
る
。
(
公
昂
烏
輿
微
者
狩
、
斉
侯
也
。

賓
侯
則
其
稀
人
何
、
詩
興
筈
狩
也
。
前
比
者
有
事
臭
、
後
比
者
有
事
臭
。
則
島
烏

し
　
濁
於
比
焉
讃
。
於
普
者
絡
萱
譲
而
巳
。
故
搾
其
重
者
而
識
鳶
。
莫
重
乎
其
輿
讐
狩

也
。
於
筈
者
則
る
鳥
絡
萱
讃
而
巳
。
讐
者
無
暗
焉
可
輿
通
。
通
則
烏
大
讃
。
不
可

勝
讃
。
故
格
萱
議
而
巳
。
其
絵
従
同
同
)

一
度
は
妥
公
と
狩
り
を
と
も
に
し
、
そ
の
五
年
後
に
復
讐
戦
を
し
た
と
は
奇

怪
で
あ
る
。
ち
な
み
に
荘
公
元
年
以
降
の
『
春
秋
』
経
文
で
、
魯
と
斉
と
の
交

渉
が
有
っ
た
記
事
を
抜
粋
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
(
※
印
は
既
引
)

※　　　　　　　　　　　　　　　　　※

荘荘荘　荘荘荘荘荘荘荘荘　荘　荘荘荘
09　09　09　09　08　07　07　06　05　05　04　04　03　02　01

の
が

三
月
、
夫
人
孫
干
賓
　
(
夫
人
、
葬
に
孫
る
)

冬
、
十
有
二
月
、
夫
人
姜
氏
含
賓
侯
干
部

三
年
、
春
、
王
正
月
、
溺
会
費
師
伐
衛

四
年
、
春
、
王
二
月
、
夫
人
姜
氏
饗
賓
侯
干
祝
丘

冬
、
公
及
賓
人
狩
干
部

夏
、
夫
人
妻
氏
如
賓
師

冬
、
公
会
賓
人
・
宋
人
・
陳
人
・
察
人
伐
衛

冬
、
賓
入
来
掃
衛
仔

七
年
、
春
、
夫
人
姜
氏
合
賓
侯
干
防

冬
、
夫
人
妾
氏
合
賓
侯
干
穀

夏
、
師
及
賓
師
園
成
。
成
降
干
賓
師

公
及
賓
大
夫
盟
干
踵

夏
、
公
伐
賓
、
納
子
糾

秋
、
七
月
、
丁
酉
、
葬
賓
宴
公

八
月
、
庚
申
、
及
賓
師
敬
子
乾
時
。
我
師
敗
績
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こ
れ
ら
に
よ
る
と
復
讐
戦
に
至
る
ま
で
、
魯
と
斉
の
交
渉
が
荘
公
四
年
の
斉

の
裏
公
と
の
狩
り
以
外
に
も
多
数
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
復
讐
戦
の
一

ケ
月
前
に
妾
公
は
す
で
に
死
去
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
最
も
重
大
な
こ
と
を

選
ん
で
一
度
だ
け
譲
り
、
そ
の
他
は
通
例
の
記
述
に
従
う
」
と
い
う
荘
公
四
年

伝
文
の
弁
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
我
師
敗
績
」
と
い
う
『
春
秋
』
に
一
例
だ

け
見
え
る
記
事
と
復
讐
戦
と
を
結
び
つ
け
て
解
釈
し
た
『
公
羊
伝
』
の
主
張
は
、
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先
の
　
「
紀
侯
大
去
其
国
」
と
同
様
、
や
は
り
無
理
が
有
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
『
公
羊
伝
』
の
復
讐
の
是
認
は
後
世
の
文
献
に
も
大
い
に
影
響
を

与
え
た
よ
う
で
あ
る
〔
⑮
〕
。

な
お
、
斉
の
紀
に
対
す
る
復
皆
に
関
し
て
、
『
公
羊
伝
』
に
は
さ
ら
に
次
の

よ
う
な
伝
文
が
有
る
の
で
、
付
け
加
え
て
引
用
し
て
お
こ
う
。

荘
0
4
「
六
月
、
乙
丑
、
賓
侯
葬
紀
伯
姫
(
寮
侯
、
紀
の
伯
姫
を
葬
る
)
」

外
国
の
夫
人
の
埋
葬
は
記
録
し
な
い
の
に
、
こ
こ
で
は
な
に
ゆ
え
書
い

た
の
か
。
伯
姫
を
痛
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
痛
む
の
か
。
自
分
の
国
が

滅
ん
で
し
ま
っ
て
、
斉
侯
に
よ
っ
て
葬
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
斉
侯
は
紀

に
復
讐
し
た
の
に
、
ど
う
し
て
葬
る
の
か
。
そ
の
滅
ぼ
す
べ
き
は
滅
ぼ
し
、

葬
る
べ
き
は
葬
る
の
で
あ
る
。
伯
姫
を
葬
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
復
讐
は
相
手
を
殺
す
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
こ
れ
を
放
逐

す
る
こ
と
に
あ
る
。
思
う
に
紀
侯
の
死
去
に
遭
遇
し
て
も
、
こ
れ
を
葬
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
(
外
夫
人
不
審
葬
、
比
何
以
書
、
隠
之
也
。
何
隠
爾
、
其

國
亡
夫
、
徒
葬
於
斉
爾
。
比
復
讐
也
。
島
烏
葬
之
、
滅
其
可
滅
、
葬
其
可
葬
。
比

其
烏
可
葬
奈
何
、
復
讐
者
非
絡
殺
之
、
逐
之
也
。
以
烏
雌
遇
紀
侯
之
残
亦
絡
葬
之

也
)

災
異
の
見
方
　
　
最
後
に
『
公
羊
伝
』
の
災
異
に
対
す
る
見
方
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
『
公
羊
伝
』
の
解
説
を
終
え

る
こ
と
と
し
た
い
。

『
春
秋
』
経
文
に
は
、
日
食
・
彗
星
・
隕
石
と
い
っ
た
天
文
現
象
、
大
雪
・

電
・
霜
・
大
雨
・
寒
暑
の
不
調
等
の
気
候
現
象
、
そ
れ
に
伴
う
洪
水
・
干
魅
、

ま
た
地
震
・
火
災
、
さ
ら
に
は
虫
害
・
飢
饉
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
災
異
現
象

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
『
公
羊
伝
』
は
、
「
災
を
記
す
る
な

り
」
・
「
異
を
記
す
る
な
り
」
と
い
う
表
現
で
、

し
て
い
る
。
「
記
異
也
」
十
二
例
、
「
記
災
也
」

あ
る
が
、
以
下
に
二
例
づ
つ
引
用
し
て
み
よ
う
。

か
な
り
こ
ま
め
に
伝
文
を
施

三
十
四
例
が
そ
の
す
べ
て
で

隠
0
5
蝮

桓
0
1
秋
、
大
水

桓
0
8
　
冬
、
十
月
、

荘
2
9
秋
、
有
蛮

災
と
異
に
つ
い
て

ば
　
「
災
」
　
が
十
一
例
、

火
災
を
意
味
し
て
お
り

と
解
す
る
も
の
が
有
る
)
.

[
伝
]
何
以
書
、

[
伝
]
何
以
書
、

雨
雪
[
伝
]
　
何
以
書
、

[
伝
]
何
以
書
、

記
災
也
。

記
災
也
。

記
異
也
。
何
異
爾
、
不
時
也
。

記
異
也
。

と
こ
ろ
で
『
春
秋
』
経
文
自
体
に
は
「
異
」
と
い
う

表
現
は
見
え
ず
、
『
公
羊
伝
』
伝
承
の
経
文
に
よ
れ

「
火
」
が
二
例
を
見
出
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
災
」
は

た
い
せ
さ

(
一
例
の
み
、
荘
公
二
十
年
で
は
大
府
つ
ま
り
疫
病
の
流
行

大
き
い
火
災
を
「
災
」
、
小
さ
い
も
の
を
「
火
」
と
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記
録
し
た
も
の
だ
と
『
公
羊
伝
』
　
(
轟
公
九
年
)
は
解
釈
し
て
い
る
。
た
だ
し

『
公
羊
伝
』
の
伝
文
中
に
お
け
る
「
記
災
也
」
の
「
災
」
が
火
災
に
限
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
は
、
右
の
引
用
例
か
ら
も
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
「
災
」
と
「
異
」
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
定
公
元
年
伝
で
は
「
異
は
災

よ
り
大
な
り
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た
必
ず
し
も
『
公
羊
伝
』
全
体

に
適
用
で
き
な
い
も
の
も
有
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
虫
害
の
う
ち
、

「
煤
」
は
「
災
」
と
見
な
さ
れ
、
「
蝮
」
と
「
蛮
」
は
ノ
「
異
」
と
見
な
さ
れ
て

い
る
が
、
「
姦
」
は
「
災
」
　
(
桓
公
五
年
)
と
も
「
異
」
　
(
哀
公
十
二
年
)
と
も
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記
録
さ
れ
て
お
り
、
「
災
」
と
「
異
」
に
よ
っ
て
そ
の
災
害
の
大
小
の
違
い
を

使
い
分
け
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
「
大
水
」
が
「
災
」
、

「
大
早
」
が
「
異
」
と
あ
る
の
も
、
特
に
そ
の
災
害
の
程
度
を
書
き
分
け
た
も

の
で
は
あ
る
ま
い
。

災
異
自
戒
と
災
異
応
験
　
　
『
春
秋
』
に
見
え
る
災
異
の
う
ち
、
『
公
羊

伝
』
が
四
十
六
例
に
伝
文
を
施
し
て
い
る
こ
と

は
上
に
述
べ
た
が
、
そ
の
災
異
の
意
味
す
る
も
の
を
解
説
し
た
伝
文
は
極
め
て

少
な
い
。
と
こ
ろ
で
『
公
羊
伝
』
の
災
異
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
、
か
つ

て
中
江
丑
吉
氏
が
次
の
よ
う
に
分
析
し
た
こ
と
が
有
る
〔
⑬
〕
。

公
羊
伝
に
記
載
さ
れ
た
多
く
の
災
異
は
、
漠
代
公
羊
学
者
及
び
経
学
者

達
が
解
釈
し
て
居
る
様
な
災
異
応
験
説
(
宣
公
十
五
年
が
唯
一
の
災
異
応
験

説
に
近
い
も
の
で
あ
る
)
　
で
な
く
し
て
災
異
自
戒
の
為
で
あ
る
。
筍
子
が

「
伝
日
万
物
之
怪
不
説
」
と
云
つ
て
る
純
然
た
る
天
人
区
分
の
態
度
か
ら

比
べ
る
と
、
既
に
公
羊
伝
義
中
に
は
、
よ
り
漢
代
社
会
の
擬
人
的
自
然
観

に
接
し
た
所
の
、
随
つ
て
災
異
自
戒
か
ら
災
異
応
験
と
な
り
、
更
に
一
歩

進
め
て
災
異
予
占
と
な
る
と
云
ふ
様
な
過
程
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
現
は
れ
て

居
る
が
、
…
…
漢
代
公
羊
学
の
特
徴
で
あ
る
災
異
と
人
事
と
の
間
に
直
接

因
果
関
係
を
見
出
し
た
り
、
人
事
的
努
力
に
よ
っ
て
天
災
避
止
の
可
能
性

を
説
く
と
云
ふ
様
な
天
人
一
致
の
思
想
は
ま
だ
見
出
せ
な
い
。
唯
一
の
例

外
的
場
合
で
あ
る
宣
公
十
五
年
の
伝
文
を
除
い
て
は
。

「
倍
公
十
有
五
年
…
…
」
と
云
ふ
の
が
筍
子
か
ら
西
漢
の
災
異
観
に
至

る
中
間
的
地
位
に
立
つ
公
羊
の
見
解
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
王
引
之

が
公
羊
の
災
異
を
評
し
て
　
「
引
之
謹
案
公
羊
春
秋
、
記
災
異
者
数
臭
…

…
」
と
云
ふ
議
論
に
全
然
同
感
す
る
。

つ
ま
り
中
江
氏
に
よ
る
と
、
災
異
に
対
す
る
態
度
と
し
て
、

災
異
自
戒
1
災
異
応
験
1
災
異
予
占

の
三
段
階
が
あ
り
、
第
二
段
階
以
降
が
漢
代
思
想
の
特
色
の
ひ
と
つ
と
し
て
注

目
さ
れ
る
「
災
異
思
想
」
　
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
『
公
羊
伝
』
に
は
こ
れ
が

見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
成
立
を
漢
代
以
前
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の

見
解
は
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
定
論
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る

〔
⑰
)
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
観
点
に
留
意
し
つ
つ
、
『
公
羊
伝
』
が
災
異
の

意
味
を
解
説
し
た
数
少
な
い
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
公
羊
伝
』
の

災
異
の
見
方
を
さ
ぐ
つ
て
み
よ
う
。

先
ず
、
右
の
中
江
氏
の
文
章
の
う
ち
、
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
省
略
し
た
倍

公
十
五
年
の
『
公
羊
伝
』
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

倍
1
5
　
「
己
卯
、
晦
、
震
夷
伯
之
廟
(
己
卯
、
晦
し
。
夷
伯
の
廟
に
震
す
)
」

く

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

く

ら

「
晦
い
」
　
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
昼
な
お
冥
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
震

し
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
雷
電
が
　
「
夷
伯
の
廟
」
を
撃
っ
た
の
で

あ
る
。
「
夷
伯
」
と
は
ど
う
い
う
人
物
か
。
季
子
が
信
用
す
る
人
物
で
あ

る
。
季
子
が
信
用
す
る
人
物
で
あ
る
な
ら
微
賎
な
者
で
あ
る
の
に
、
「
夷

伯
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
こ
の
こ
と
を
重
大
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ど

う
し
て
重
大
視
す
る
の
か
。
こ
れ
は
天
が
戒
め
た
も
の
だ
か
ら
重
大
祝
し
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た
の
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
書
い
た
の
か
。
異
変
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
。

(
晦
者
何
、
冥
也
。
震
之
者
何
、
雷
電
撃
夷
伯
之
廟
者
也
。
夷
伯
者
島
鳥
者
也
、

季
子
之
字
也
。
季
子
之
学
則
微
者
。
其
構
夷
伯
何
、
大
之
也
。
為
烏
大
之
、

天
成
之
故
大
之
也
。
何
以
書
、
記
異
也
)

な
に
が
し

こ
の
伝
文
は
、
季
氏
の
字
〔
信
任
す
る
人
物
〕
　
で
あ
る
夷
某
の
廟
を
雷
電

が
撃
っ
た
こ
と
を
天
戒
と
見
な
し
て
重
要
視
し
、
「
夷
伯
」
と
い
う
諸
侯
と
同

等
の
表
現
に
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
天
が
夷
伯
の
ど
の
よ
う
な
行
為
を

戒
め
た
も
の
か
、
こ
の
伝
文
で
は
明
言
し
て
い
な
い
。
た
だ
『
公
羊
伝
』
が
夷

伯
の
廟
を
雷
電
が
撃
っ
た
こ
と
を
、
天
が
な
ん
ら
か
の
戒
め
と
し
て
下
し
た
災

異
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ
は

中
江
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
災
異
自
戒
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
は
中
江
氏
が
「
災
異
応
験
」
　
の
唯
一
の
例
と
し
て
挙
げ
る
宣
公
十
五
年
の

伝
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
直
前
の
「
初
税
畝
」
　
の
伝
文
と
併
せ

て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

宣
1
5
「
初
税
畝
(
初
め
て
畝
に
税
す
)
」

王

「
初
め
て
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
始
め
て
、
で
あ
る
。
「
畝
〔
う

ね
〕
に
税
す
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
畝
を
調
査
し
て
課
税
し
た
こ
と

で
あ
る
。
「
初
め
て
畝
に
課
税
す
る
」
　
こ
と
を
な
に
ゆ
え
書
い
た
の
か
。

誘
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
譲
る
の
か
。
始
め
て
畝
を
調
査
し
て
課
税
し
た

こ
と
を
譲
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
始
め
て
畝
を
調
査
し
て
課
税
し
た

こ
と
を
譲
る
の
か
。
い
に
し
え
の
税
率
は
収
穫
の
十
分
の
一
で
あ
っ
た
か

ら
だ
　
(
畝
に
課
税
す
る
こ
と
は
十
分
の
一
税
を
越
え
る
こ
と
で
あ
る
)
。
い
に

し
え
の
税
率
は
ど
う
し
て
収
穫
の
十
分
の
一
で
あ
っ
た
の
か
。
十
分
の
一

税
は
天
下
の
最
も
中
正
な
法
で
あ
る
か
ら
だ
。
十
分
の
一
よ
り
多
い
の
は

大
楽
や
小
築
(
つ
ま
り
暴
君
の
悪
名
高
い
夏
王
粟
と
同
類
)
　
で
あ
る
。
十
分

た
い
ば
く

の
一
税
よ
り
少
な
い
の
は
大
路
や
小
路
(
つ
ま
り
蛮
毅
と
同
類
)
　
で
あ
る
。

十
分
の
一
税
は
天
下
の
最
も
中
正
な
法
で
あ
り
、
十
分
の
一
税
が
行
わ
れ

れ
ば
太
平
の
世
を
賛
美
す
る
声
が
わ
き
お
こ
る
で
あ
ろ
う
。
(
初
者
何
、

始
也
。
税
畝
者
何
、
履
畝
両
税
也
。
初
税
畝
、
何
以
書
、
議
。
何
故
爾
、
歳
始
履

畝
而
税
也
。
何
談
乎
於
始
履
畝
而
税
、
古
者
什
一
両
籍
。
古
者
島
鳥
什
一
而
籍
。

什
一
昔
、
天
下
之
中
正
也
。
多
乎
什
一
、
大
乗
小
策
。
寡
乎
什
一
、
大
藩
小
絡
。

什
一
者
、
天
下
之
中
正
也
。
什
一
行
而
頒
普
作
美
)

「
冬
・
蝮
生
、
餞
(
鵬
生
じ
、
倣
う
)
」

今
ま
で
蝮
〔
い
な
ご
の
子
〕
　
が
発
生
し
た
こ
と
は
い
わ
な
い
の
に
、
こ

こ
に
「
蝮
が
発
生
し
た
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
蝮
が
発
生
し
た
こ

と
は
書
か
な
い
の
に
、
こ
こ
で
は
な
に
ゆ
え
書
い
た
の
か
。
こ
れ
を
偉
幸

と
見
な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
俵
幸
と
見
な
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
。
蝮
の
発
生
を
喜
ん
で
受
け
る
と
い
う
に
等
し
い
。
蛙
の
発
生
を
喜
ん

で
受
け
る
と
い
う
に
等
し
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
上
　
〔
宣
公
〕
が
古

来
の
定
制
(
十
分
の
一
税
)
　
を
変
改
し
た
の
で
、
こ
れ
に
感
応
し
て
天
災

が
現
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
こ
で
古
制
に
復
す
べ
き
だ
と
い

う
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
未
有
言
蝮
生
者
、
比
其
言
蝮
生
何
。
蛙
生
不
書
、
比
何

以
書
、
幸
之
也
。
幸
之
者
何
、
猶
日
受
之
云
爾
。
受
之
云
爾
者
何
、
上
嬰
古
易
常
、

應
是
而
有
天
災
。
其
諸
則
宜
於
比
焉
皆
兵
)

『
春
秋
』
に
は
虫
害
と
し
て
、
「
姦
」
　
が
十
一
例
、
「
煩
」
　
が
三
例
、
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「
惑
」
と
.
ノ
「
蛮
」
が
そ
れ
ぞ
れ
一
例
、
そ
し
て
こ
の
宣
公
十
五
年
の
「
蝮
」
の

一
例
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
『
公
羊
伝
』
で
は
こ
の
　
「
蝮
生
」
が
『
春
秋
』
二

百
四
十
二
年
中
に
一
例
し
か
無
い
と
こ
ろ
に
意
義
を
見
出
し
、
こ
れ
を
そ
の
直

前
の
　
「
初
税
畝
」
　
に
応
じ
て
天
が
下
し
た
災
異
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
た
だ
し

こ
れ
を
災
害
と
し
て
記
録
し
た
の
で
は
な
く
、
天
成
と
し
て
受
け
と
め
た
宣
公

が
再
び
古
制
に
復
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
を
僚
幸
と
し
て
記
録
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
　
「
災
異
応
験
」
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。天

の
啓
示
　
　
以
上
の
二
例
は
『
公
羊
伝
』
が
、
特
定
の
人
事
に
応
じ
て
天

が
下
し
た
災
異
と
し
て
そ
の
意
味
を
説
明
し
た
数
少
な
い
例

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
を
『
公
羊
伝
』
の
基
調
か
ら
は
ず
れ
た
例
外

と
見
る
の
が
従
来
の
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
他
に
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、

『
公
羊
伝
』
が
『
春
秋
』
の
災
異
の
記
事
に
天
の
意
志
を
読
み
取
っ
た
も
の
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
次
の
例
が
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

宣
1
6
　
「
夏
、
成
周
宣
謝
災
(
成
周
の
宣
封
に
災
あ
り
)
」

「
成
周
」
　
と
は
な
に
か
。
東
周
で
あ
る
。
「
宣
謝
」
と
は
な
に
か
。
宣
王

h
ノ
て
な

の
宮
廟
の
謝
で
あ
る
。
な
ぜ
　
「
成
周
の
宣
王
の
宮
廟
の
謝
に
火
災
が
生

じ
た
」
と
い
う
の
か
。
こ
こ
に
宣
王
の
作
っ
た
楽
器
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る

か
ら
だ
。
「
成
周
の
宣
王
の
宮
廟
の
謝
に
火
災
が
生
じ
た
」
　
こ
と
を
、
な

に
ゆ
え
書
い
た
の
か
。
災
害
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
。
外
国
の
災
害
は
記

録
し
な
い
も
の
な
の
に
、
こ
こ
で
は
な
に
ゆ
え
書
い
た
の
か
。
周
を
新
た

に
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
　
(
成
周
者
何
、
東
周
也
。
宣
謝
者
何
、
宣

宮
之
討
也
。
何
言
平
成
周
宣
謝
災
。
欒
器
蔵
焉
爾
。
成
周
宣
謝
災
、
何
以
書
、
記

災
也
。
外
災
不
書
、
比
何
以
書
、
新
周
也
)

こ
の
伝
文
で
は
、
周
の
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
た
宣
王
の
時
代
に
作
ら
れ
た
楽

器
　
(
そ
れ
は
周
の
文
化
の
象
徴
で
あ
る
)
　
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
宮
廟
に
火
災
が
生

じ
た
こ
と
に
、
「
周
を
新
た
に
す
る
」
と
い
う
天
の
意
志
を
読
み
取
っ
た
も
の

と
見
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
　
「
新
周
也
」
　
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
こ
れ
だ
け
で
は

今
ひ
と
つ
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
何
体
が
注
釈
す
る
よ
う
な
、
「
孔

し
り
ぞ

子
、
春
秋
を
以
て
新
王
に
当
て
、
上
妃
を
如
け
、
下
周
を
新
た
に
し
て
宋

ふ
る

を
故
L
と
す
」
　
る
こ
と
で
は
な
い
に
し
て
も
、
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
、

周
を
新
た
に
し
よ
う
と
し
た
天
意
を
読
み
取
っ
て
い
る
と
見
な
し
て
大
過
無
か

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
哀
公
十
四
年
の
　
「
西
狩
獲
麟
」
　
の
伝
文
に

い
う
よ
う
に
、
「
獲
麟
」
と
い
う
災
異
に
孔
子
が
周
道
の
窮
ま
っ
た
こ
と
を
自

覚
し
た
こ
と
と
相
応
ず
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
『
公
羊
伝
』
が
災
異
の
記
事
に
天
意
を
読
み
取
ろ
う
し

て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
数
多
く
の
　
「
記
異
也
」
　
「
記
災
也
」
と
い
う

伝
文
は
、
『
公
羊
伝
』
　
の
、
災
異
の
記
事
に
対
す
る
関
心
の
深
さ
を
示
す
も
の

と
み
て
よ
か
ろ
う
。
『
公
羊
伝
』
に
は
中
江
氏
の
い
わ
ゆ
る
　
「
災
異
自
戒
」
・

「
災
異
応
験
」
・
「
災
異
予
占
」
　
の
す
べ
て
が
出
揃
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
筆
者
は
必
ず
し
も
「
災
異
説
」
が
中
江
氏
の
い
う
順
序
通
り
に
発

展
し
た
と
は
考
え
て
は
い
な
い
。
三
つ
が
並
存
し
て
い
た
時
期
も
有
っ
た
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
『
公
羊
伝
』
の
災

異
に
対
す
る
態
度
は
、
漢
代
の
精
密
な
　
「
災
異
説
」
　
の
成
立
す
る
前
夜
の
状
況

を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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『
公
羊
伝
』
の
作
成
　
　
以
上
、
本
草
に
お
い
て
は
『
公
羊
伝
』
の
思
想
内

容
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
そ
の
要
点

を
述
べ
る
と
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

先
ず
『
春
秋
』
経
文
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
性
格
、
す
な
わ
ち
第
一
の
魯
国
主

体
の
記
録
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
『
公
羊
伝
』
も
こ
れ
を
受
け
継
い

で
い
る
。
そ
し
て
第
二
の
尊
王
の
心
情
に
つ
い
て
も
ま
た
こ
れ
を
継
承
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
『
公
羊
伝
』
は
さ
ら
に
王
者
を
絶
対
視
す
る
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
『
公
羊
伝
』
で
述
べ
ら
れ
た
王
者
と
は
春
秋
時
代
の
現
実
の
周
王
を

越
え
て
、
あ
る
べ
き
理
想
の
王
者
、
理
念
と
し
て
の
王
者
と
な
っ
て
お
り
、
そ

の
尊
王
の
質
が
変
化
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
周
封
建
制
度
の
維
持
と
い
う
第

三
点
に
つ
い
て
も
、
絶
対
の
王
者
を
頂
点
す
る
理
念
と
し
て
の
封
建
制
度
へ
と

転
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
王
よ
り
以
下
の
、
諸
侯
・
卿
・
大
夫
は
礼

制
に
定
め
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
分
を
守
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
諸
侯
に
専
封
は
与
さ
れ
ず
、
世
卿
は
非
礼
と
さ
れ
、
大
夫
に
遂
事
は

無
き
も
の
と
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
一
面
に
お
い
て
『
公
羊
伝
』
で
は
、
諸
侯
・
卿
・
大
夫
の
専
断
が

許
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
「
経
」
　
と
　
「
権
」
、
「
文
」
　
と
　
「
実
」
と
い
う

『
公
羊
伝
』
独
自
の
理
論
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
斉
桓
公
の
覇
業
、
祭
仲
の
権

等
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
諸
侯
・
卿
・
大
夫
に
一
定
の
条
件
の
中
で
の

専
断
を
認
め
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
こ
と
は
『
公
羊
伝
』
が
賢
者
を
高
く
評
価

す
る
こ
と
と
並
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
諸
侯
・
卿
・
大
夫
に
、
ま
た
ひ
い

て
は
『
春
秋
』
の
読
者
に
対
し
て
賢
者
と
し
て
の
自
覚
を
求
め
、
彼
ら
に
自
ら

道
徳
性
を
高
め
る
こ
と
を
期
待
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
礼
制
の
枠
内
に
お

け
る
一
種
の
自
由
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
礼
制
の
枠
外
に
あ

る
夷
秋
は
、
『
公
羊
伝
』
の
基
本
的
主
張
と
し
て
は
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
君
臣
の
義
」
を
絶
対
視
す
る
と
と
も
に
、
あ

わ
せ
て
　
「
親
親
の
道
」
と
の
両
全
が
期
待
さ
れ
た
。

ま
た
『
公
羊
伝
』
は
行
為
の
結
果
よ
り
、
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
重

視
す
る
。
そ
の
た
め
『
公
羊
伝
』
に
お
い
て
は
、
本
来
歴
史
書
で
あ
っ
た
は
ず

の
『
春
秋
』
が
、
孔
子
の
意
を
託
し
た
理
念
の
書
へ
と
変
換
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
な
お
『
公
羊
伝
』
が
賢
と
評
価
す
る
行
為
の
う
ち
で
は
、
特
に
「
譲

国
」
が
賛
美
さ
れ
、
「
復
讐
」
が
是
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
公
羊
伝
』
は

『
春
秋
』
に
記
さ
れ
た
「
災
異
」
に
天
意
を
読
み
取
る
場
合
が
あ
っ
た
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
性
格
と
内
容
を
持
っ
た
『
公
羊
伝
』
が
、
景
帝
の
時

代
に
胡
母
生
に
よ
っ
て
最
終
的
な
整
理
の
手
が
施
さ
れ
、
国
家
公
認
の
学
問
と

し
て
世
に
出
た
の
で
あ
る
。
『
公
羊
伝
』
の
伝
義
の
発
生
自
体
は
戦
国
時
代
末

期
に
ま
で
遡
る
と
思
わ
れ
る
が
、
多
く
の
経
師
の
手
を
経
る
う
ち
に
累
層
的
に

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
第
三
章
に
お
い
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
筆
者
は
、
『
公
羊
伝
』
の
最
も
特
徴
的
な
部
分
は
『
公
羊
伝
』
形

成
の
最
終
的
段
階
に
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は

今
ま
で
に
も
断
片
的
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
と
え
ば
秦
漠
統
一
帝
国
の
成
立
の
後
に
天
子
独
占
の
祭
祀
と
な
っ
た
「
郊

祭
」
　
に
つ
い
て
は
、
『
公
羊
伝
』
が
魯
の
　
「
郊
祭
」
を
僧
礼
と
し
て
非
難
し
て

い
る
こ
と
、
「
君
親
無
将
、
将
而
誅
声
と
い
う
『
公
羊
伝
』
に
特
徴
的
な
命

題
は
、
秦
の
現
行
法
規
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
人
臣
無
将
、
将
則
反
、
罪
死

無
赦
」
に
、
「
親
無
将
、
将
而
誅
焉
」
を
併
せ
た
可
能
性
が
有
る
こ
と
、
『
公

羊
伝
』
の
災
異
の
見
方
が
、
漢
代
の
い
わ
ゆ
る
「
災
異
説
」
成
立
の
一
歩
手
前
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の
も
の
で
あ
る
こ
と
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

ま
た
『
公
羊
伝
』
に
見
え
る
説
話
の
中
に
、
文
帝
・
景
帝
時
代
に
著
作
さ
れ

た
『
韓
詩
外
伝
』
に
近
似
し
た
も
の
が
有
る
こ
と
を
第
三
章
末
で
指
摘
し
た
が
、

こ
れ
と
同
様
に
、
文
帝
時
代
に
著
作
さ
れ
た
伏
生
の
『
尚
書
大
伝
』
に
『
公
羊

伝
』
に
蘭
似
し
た
文
章
が
有
る
こ
と
も
、
す
で
に
先
人
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
〔
⑬
〕
。
ち
な
み
に
『
尚
書
大
伝
』
中
の
一
篇
　
「
洪
範
五
行
伝
」
　
は
、

「
天
」
・
「
人
」
を
五
行
を
媒
介
と
し
て
結
び
つ
け
、
「
天
人
相
関
の
理
」
を

説
い
た
文
献
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
『
公
羊
伝
』
　
の
総
論
と
も
自
序
と
も
い
う
べ
き
哀
公
十
四
年

「
西
狩
獲
麟
」
　
の
伝
文
で
は
、
『
春
秋
』
が
　
「
撥
乱
世
反
諸
正
」
　
の
書
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
一
句
は
実
は
漠
初
、
群
臣
が
高
祖
の
誼
を
討
議

た

　

　

　

　

　

　

　

　

を

さ

し
た
際
の
、
「
群
臣
皆
な
日
く
、
高
祖
は
微
細
よ
り
起
ち
て
、
乱
世
を
撥
め
、

之
れ
を
正
に
反
し
、
天
下
を
平
定
し
、
漢
の
太
祖
と
為
る
。
功
は
最
も
高
L
l
、

と
。
尊
号
を
上
り
て
高
皇
帝
と
為
す
」
　
(
・
『
史
記
』
高
祖
本
紀
・
『
漢
書
』
高
帝

紀
)
と
あ
る
群
臣
の
言
葉
の
中
に
見
出
せ
る
も
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
学
問
と
は

縁
遠
か
っ
た
漠
初
の
群
臣
が
『
公
羊
伝
』
か
ら
引
用
す
る
ほ
ど
に
、
当
時
『
公

羊
伝
』
が
盛
行
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
『
公
羊
伝
』
の

方
こ
そ
が
群
臣
の
言
葉
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
公
羊
伝
』
の
伝
義
の
発
生
が
戦
国
時
代
に
あ
ろ
う
と
も
、
ま
た
伝
義
が
累

層
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
『
公
羊
伝
』
の
基
調
と
な
る
も
の

は
、
『
公
羊
伝
』
が
最
終
的
な
整
理
の
手
を
施
さ
れ
て
文
献
化
さ
れ
た
漢
初
の

時
代
思
潮
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
〔
⑳
〕
。
し
た
が
っ
て
、

孔
子
が
『
春
秋
』
の
義
を
制
し
て
侯
っ
た
後
聖
と
は
、
実
に
劉
氏
漠
帝
国
の
君

主
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
〔
⑳
)
。

注⑦
　
た
だ
し
対
当
し
た
と
い
う
そ
の
具
体
的
な
実
情
に
つ
い
て
、
『
公
羊
伝
』
は
何
ら

記
述
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
『
春
秋
左
氏
伝
』
k
は
、
斉
の
桓
公
や
そ
の
宰

相
管
仲
に
対
し
て
一
歩
も
引
か
ず
堂
々
と
渡
り
合
う
楚
の
屈
完
の
姿
が
活
写
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
中
原
の
覇
者
斉
に
対
す
る
南
方
の
大
国
楚
の
力
を
誇
示
す

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
『
春
秋
穀
梁
伝
』
に
も
、
『
左
氏
伝
』
ほ
ど
に

詳
し
く
は
な
い
が
、
や
は
り
桓
公
と
屈
完
と
の
応
酬
が
見
え
て
い
る
。

⑧
　
次
の
よ
う
な
激
し
い
言
葉
は
、
『
公
羊
伝
』
　
の
穣
夷
の
意
識
の
強
さ
を
示
す
も
の
で

あ
る
。

不
興
夷
秋
之
執
中
国
也
　
(
隠
公
七
年
・
債
公
二
十
一
年
)

不
興
夷
秋
之
獲
中
国
也
　
(
荘
公
十
年
)

不
興
夷
秋
之
主
中
国
也
　
(
昭
公
二
十
三
年
・
哀
公
十
三
年
)

許
夷
秋
着
不
一
而
足
也
(
文
公
九
年
・
表
公
二
十
九
年
)

⑨
　
な
お
、
こ
こ
に
引
用
し
た
訳
文
で
は
、
晋
の
霊
公
の
無
道
ぶ
り
、
そ
し
て
超
盾
が

霊
公
の
謀
略
を
逃
れ
て
危
機
を
脱
す
る
事
情
を
詳
述
す
る
長
文
の
説
話
は
省
略
し
た
。

『
公
羊
伝
』
中
で
も
と
り
わ
け
物
語
的
な
ふ
く
ら
み
を
持
っ
た
伝
文
と
し
て
有
名
な

一
節
で
あ
る
。

⑳
・
春
秋
の
獄
を
治
む
る
や
、
心
を
論
じ
て
罪
を
定
む
。

(
春
秋
之
治
獄
、
論
心
定
罪
)
　
『
塩
鉄
論
』
刑
徳
篇

た
づ

・
春
秋
の
義
、
心
を
原
ね
て
罪
を
定
む
。

(
春
秋
之
義
、
原
心
定
罪
)
　
　
『
漢
書
』
薛
宣
伝
・
王
嘉
伝

・
春
秋
の
義
、
情
を
原
ね
て
過
を
定
む
。

(
春
秋
之
義
、
原
情
定
過
)
　
　
『
後
漢
書
』
電
話
伝
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⑪
以
下
の
三
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

隠
0
1
「
秋
、
七
月
、
天
王
使
事
項
来
締
高
公
仲
子
之
圏
」

…
…
恵
公
と
は
誰
か
。
隠
公
の
父
で
あ
る
。
仲
子
と
は
誰
か
。
桓
公
の
母
で
あ

る
。
な
に
ゆ
え
夫
人
と
称
さ
な
い
の
か
。
桓
公
が
い
ま
だ
君
と
な
っ
て
い
な
い

l

f
.
ノ

か
ら
で
あ
る
。
脂
と
は
な
に
か
。
葬
儀
に
は
圏
(
葬
送
料
)
が
お
く
ら
れ
る
。

…
…
恒
公
は
い
ま
だ
君
と
な
っ
て
い
な
い
の
に
、
諸
侯
は
ど
う
し
て
魯
に
来
て

仲
子
へ
の
胴
を
お
く
っ
た
の
か
。
隠
公
は
桓
公
の
た
め
に
即
任
し
た
の
で
、
桓

公
の
母
の
葬
儀
を
正
式
な
夫
人
の
葬
儀
と
し
て
諸
侯
に
通
知
し
た
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
『
春
秋
』
は
な
に
を
い
わ
ん
と
す
る
の
か
。
隠
公
の
意
志

を
成
就
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
。
(
恵
公
者
何
、
隠
之
考
也
。
仲
子

者
何
、
桓
之
母
也
。
何
以
不
稀
夫
人
、
桓
未
君
也
。
贈
者
何
、
喪
事
有
期
。
桓

未
君
則
諸
侯
昂
畠
爽
厨
之
。
隠
鳥
桓
立
、
故
以
桓
母
之
喪
告
干
諸
侯
。
然
則
何

言
爾
、
成
公
意
也
)

隠
0
2
「
十
有
二
月
、
乙
卯
、
夫
人
子
氏
亮
」

「
夫
人
子
氏
」
と
は
誰
か
。
隠
公
の
母
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
埋
葬
の
記
事
が
無

い
の
か
。
隠
公
の
意
志
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
隠
公
の
意
志

を
成
就
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
子
が
終
身
君
と
な
る
意
志
が
無
い
の
で
、
そ
の

母
も
ま
た
正
式
な
夫
人
と
し
て
終
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
夫
人
子
氏
者
何
、

隠
公
之
母
也
。
何
以
不
審
葬
、
成
公
意
也
。
何
成
乎
公
之
意
、
子
絡
不
終
鳥
君
、

故
母
亦
不
終
鳥
夫
人
也
)

隠
0
5
「
九
月
、
考
仲
子
之
宮
」

「
宮
を
考
す
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
「
考
す
」
と
は
「
廟
室
に
入
れ
る
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
は
じ
め
て
「
仲
子
」
を
夫
人
と
し
て
祭
祀
し
た
の
で
あ

る
。
桓
公
は
い
ま
だ
君
と
な
っ
て
い
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
仲
子
を
祭
祀
す
る

の
か
。
隠
公
は
桓
公
の
た
め
に
即
位
し
た
の
で
、
桓
公
の
た
め
に
そ
の
母
を
祭

祀
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
『
春
秋
』
は
な
に
を
い
わ
ん
と
す
る

の
か
。
隠
公
の
意
志
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
(
考
宮
者
何
、
考
猶

入
室
也
。
始
祭
仲
子
也
。
桓
未
君
則
島
烏
祭
仲
子
。
隠
烏
桓
立
、
故
烏
桓
祭
其

母
也
。
然
則
何
言
爾
、
成
公
意
也
)

⑫
　
な
お
『
公
羊
伝
』
　
の
　
「
意
の
尊
重
」
　
は
ま
た
、
「
意
を
遂
ぐ
」
・
「
意
を
致
す
」
　
と

い
う
表
現
で
も
見
え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
引
用
し
て
お
こ
う
。

億
2
8
　
「
公
子
買
成
衛
、
不
卒
戌
、
利
之
」

ま

も

　

　

お

「
成
り
を
卒
へ
ず
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
「
成
り
を
卒
へ
ず
」
と
は
付
辞

で
あ
る
。
本
当
は
公
子
買
を
行
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
行

か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
な
ら
、
こ
こ
に
　
「
衛
を
成
る
」
　
い
う
の
は
な

ぜ
か
。
行
か
せ
た
い
と
い
う
倍
公
の
意
志
を
遂
げ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
　
「
こ
れ

を
刺
す
」
　
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
殺
し
た
の
で
あ
る
。
殺
し
た
の
で
あ
る
な

ら
、
ど
う
し
て
　
「
こ
れ
を
刺
す
」
　
と
い
う
の
か
。
国
内
で
は
、
大
夫
を
殺
す
こ

と
を
謹
ん
で
　
「
刺
」
　
と
い
う
の
で
あ
る
。
(
不
卒
戊
者
何
、
不
卒
戊
者
、
内
辟

也
。
不
可
使
往
也
。
不
可
使
往
、
則
其
吉
成
衛
何
、
遂
公
意
也
。
利
之
者
何
、

殺
之
也
。
殺
之
則
島
銭
謂
之
刺
之
。
内
誅
殺
大
夫
謂
之
利
之
也
)

事
0
7
　
「
十
有
二
月
、
公
合
音
侯
・
宋
公
・
陳
侯
・
衛
侯
・
曹
伯
・
首
子
・
細
婁
子
干
邸
。

鄭
伯
髭
原
如
含
未
見
諸
侯
、
丙
戊
、
卒
干
操
」

「
操
」
　
と
は
な
に
か
。
鄭
の
邑
名
で
あ
る
。
諸
侯
が
そ
の
国
内
で
卒
し
た
場
合
に

は
そ
の
地
名
を
書
か
な
い
の
に
、
こ
こ
で
は
な
に
ゆ
え
地
名
を
い
う
の
か
。
鄭
伯

を
痛
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
痛
む
の
か
。
鄭
伯
が
拭
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
誰

が
拭
し
た
の
か
。
鄭
の
大
夫
が
拭
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
　
「
大
夫
が
拭
し

た
」
　
と
書
か
な
い
の
か
。
中
国
の
た
め
に
謹
み
は
ば
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
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⑬

て
中
国
の
た
め
に
詰
み
は
ば
か
る
の
か
。
鄭
伯
が
諸
侯
に
部
の
地
で
会
合
し
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、
大
夫
た
ち
が
諌
め
て
言
っ
た
、
「
中
国
の
諸
侯
は
頼
む
に
足
り

く

ま
せ
ん
。
楚
に
与
み
す
る
の
が
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
。
鄭
伯
は
賛
成
し

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
大
夫
た
ち
が
言
う
、
「
中
国
を
義
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、

彼
ら
は
我
が
国
の
喪
中
を
討
伐
し
ま
し
た
。
中
国
を
強
弱
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、

楚
に
及
び
ま
せ
ん
」
　
と
。
そ
こ
で
君
を
途
中
で
拭
し
て
し
ま
っ
た
。
「
鄭
伯
髭

原
J
　
と
な
に
ゆ
え
実
名
で
い
う
の
か
。
鄭
伯
が
傷
つ
い
て
帰
ろ
う
と
し
て
、
宿
舎

に
至
ら
ぬ
う
ち
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
r
ま
だ
諸
侯
に
会
見
し
な

い
し
　
の
に
、
「
会
に
如
く
」
　
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
鄭
伯
の
　
(
夷
秋
に
与
み
し
な

い
で
、
中
国
諸
侯
の
会
合
に
行
こ
う
と
し
た
)
意
志
を
成
就
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

(
操
者
何
、
鄭
之
邑
也
。
諸
侯
卒
其
封
内
不
地
。
比
何
以
地
、
隠
之
也
。
何
隠
爾
、

鵜
也
。
執
拭
之
、
其
大
夫
拭
之
。
昂
烏
不
言
其
大
夫
拭
之
、
畠
中
國
諒
也
。
昂
翁

島
中
国
誌
。
鄭
伯
精
舎
諸
侯
干
邸
。
其
大
夫
課
目
、
中
國
不
足
掃
也
。
則
不
若
輿

楚
。
鄭
伯
日
、
不
可
。
其
大
夫
日
、
以
中
国
広
義
、
則
伐
我
喪
。
以
中
國
鳥
確
、

不
若
楚
。
於
是
拭
之
。
鄭
伯
髭
原
何
以
名
、
傷
而
反
。
未
至
乎
舎
而
卒
也
。
未
見

諸
侯
、
其
言
如
合
何
、
致
其
意
也
)

次
の
伝
文
も
そ
の
例
で
あ
る
。

昭
公
元
年
「
叔
孫
豹
合
音
超
武
・
楚
公
子
園
・
奔
國
酌
・
宋
向
戊
・
衛
石
窟
・
陳
公
子
招
・

葉
公
孫
院
生
・
鄭
軒
虎
・
許
人
・
曹
人
干
潮
」

こ
れ
は
陳
侯
の
弟
の
招
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
弟
と
称
さ
な
い
の
か
。
絶
し
た

か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
絶
す
る
の
か
。
世
子
催
師
を
殺
し
た
た
め
に
旺
し
た

の
で
あ
る
。
(
昭
公
八
年
に
)
　
「
陳
侯
の
弟
招
、
陳
の
世
子
僅
師
を
殺
す
」
と

い
う
。
大
夫
同
士
が
殺
し
あ
う
場
合
に
は
　
「
人
」
　
と
称
す
る
。
こ
こ
に
名
氏
を

称
し
て
殺
す
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
か
ら
ま
さ
に
君
を
拭
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を

い
う
。
こ
れ
か
ら
ま
さ
に
し
よ
う
と
す
る
の
に
、
表
現
が
ど
う
し
て
み
ず
か
ら

拭
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
の
か
。
君
と
親
に
対
し
て
は
拭
し
よ
う
と
思
う
こ

と
す
ら
有
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
う
心
に
思
っ
た
だ
け
で
必
ず
誅
殺
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
現
実
に
拭
し
た
時
点
で
旺
し
な

い
の
か
。
彼
が
み
ず
か
ら
君
を
拭
し
た
場
合
、
そ
の
罪
悪
は
甚
だ
し
い
も
の
で

あ
る
。
『
春
秋
』
で
は
旺
絶
す
る
の
を
待
た
な
い
で
罪
悪
が
現
わ
れ
る
も
の
は
、

旺
絶
し
な
い
で
罪
悪
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
畦
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
罪
悪
が
現
わ
れ
る
も
の
は
、
旺
絶
し
て
罪
悪
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
い
ま
招

の
罪
は
重
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
ま
た
こ
こ
で
絶
す
る
の
か
。
招
の

有
罪
を
著
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
招
の
有
罪
を
著
ら
か
に
し
た
の
か
。

楚
が
招
を
討
つ
こ
と
を
口
実
に
陳
を
滅
ぼ
し
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
(
比

陳
侯
之
弟
招
也
。
何
以
不
稀
弟
、
吐
。
為
鳥
歳
、
虜
殺
世
子
僅
師
蛭
。
日
、
陳

侯
之
弟
招
殺
陳
世
子
催
師
。
大
夫
相
殺
購
入
。
比
其
稀
名
氏
以
殺
何
。
言
精
白

是
就
君
也
。
今
絡
爾
。
詞
昌
烏
輿
親
権
者
同
。
君
親
無
精
。
格
而
必
誅
鳶
。
然

則
昂
烏
不
於
其
拭
焉
肢
。
以
親
者
拭
。
然
後
其
罪
慈
甚
。
春
秋
不
待
旺
絶
而
罪

悪
見
者
、
不
旺
絶
以
見
罪
慈
也
。
旺
絶
然
後
罪
悪
見
者
、
旺
絶
以
見
罪
悪
也
。

今
招
之
罪
巳
重
夫
。
昂
烏
復
旺
乎
比
。
著
招
之
有
罪
也
。
何
者
乎
招
之
有
罪
。

言
楚
之
託
乎
討
招
以
滅
陳
也
)

こ
の
伝
文
は
複
雑
に
屈
曲
し
て
難
解
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
昭
公
八
年
に
世
子
催

師
を
殺
害
す
る
公
子
招
を
、
そ
の
事
件
の
起
き
る
七
年
前
に
『
春
秋
』
経
文
が
旺
絶

し
て
い
る
、
と
『
公
羊
伝
』
が
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
了
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

の
こ

⑭
　
ち
な
み
に
『
春
秋
穀
梁
伝
』
で
は
、
「
大
去
す
と
は
、
一
人
も
遺
さ
ざ
る
の
辞
な

こ
と
ご
と

り
。
民
の
　
(
紀
侯
に
)
　
従
ふ
者
、
四
年
に
し
て
後
に
　
畢
　
く
す
る
を
言
ふ
。
紀
侯
は

賢
な
る
に
、
而
も
斉
侠
之
れ
を
滅
す
。
減
と
言
は
ず
し
て
其
の
国
を
大
去
す
と
日
ふ
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は
、
小
人
　
(
斉
侯
)
　
を
し
て
君
子
　
(
紀
侯
)
　
に
加
へ
し
め
ざ
れ
ば
な
り
」
　
と
述
べ
て
、

『
公
羊
伝
』
に
対
立
的
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
　
「
紀
侯
大
去
其
国
」
　
に
つ
い
て
は
、
早
く
は
北
采
の
程
伊
川
　
(
〓
U
U

・
一
〓
○
　
『
春
秋
伝
』
や
、
後
に
も
滑
の
万
斯
大
(
-
B
U
・
-
g
U
)
　
『
学
春
秋
随

筆
』
等
に
、
「
大
」
　
を
紀
侯
の
名
前
と
す
る
解
釈
が
有
る
。
つ
ま
り
、
「
紀
侯
大
、

其
の
国
を
去
る
」
　
と
訓
む
わ
け
で
あ
る
。
通
例
、
『
春
秋
』
経
文
で
は
諸
侯
が
経
文

に
登
場
す
る
最
後
は
本
名
で
書
く
の
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
の
訓
み
が
正
し
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
　
「
紀
侯
大
去
其
国
」
　
の
　
「
大
去
」
　
に
意
義
を
見
出

そ
う
と
し
た
『
公
羊
伝
』
の
主
張
に
は
無
理
が
有
る
か
と
思
わ
れ
る
。

⑮
　
た
と
え
ば
『
趨
記
』
で
は
　
「
曲
礼
上
」
篇
に
、
「
父
の
筈
は
、
与
に
共
に
天
を
戴

か
ず
。
兄
弟
の
筈
は
、
兵
に
反
ら
ず
。
交
遊
の
筈
は
、
国
を
同
じ
く
せ
ず
」
と
か
、

「
橙
弓
上
」
篇
の
、
「
子
夏
、
孔
子
に
間
ひ
て
日
く
、
父
母
の
仇
に
居
る
こ
と
、
之

と

ま

　

　

　

た

て

れ
を
如
何
と
。
日
く
、
苫
に
寝
ね
千
を
枕
と
し
て
、
仕
へ
ず
。
与
に
天
下
を
共
に
せ

こ
れ

ざ
る
な
り
。
諸
に
市
朝
に
遇
へ
ば
、
兵
に
反
ら
ず
し
て
闘
ふ
」
と
か
い
う
の
が
、
そ
し

の
例
で
あ
る
。

⑰　　⑯

中
江
丑
吉
「
公
羊
伝
及
び
公
羊
学
に
就
い
て
」
　
(
日
印
一
九
三
二
　
後
に
『
中
国

古
代
政
治
思
想
史
』
岩
波
書
店
所
収
一
九
五
〇
・
七
五
)

た
と
え
ば
日
原
利
国
民
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

漠
代
の
公
羊
学
者
は
、
『
春
秋
』
に
記
さ
れ
た
災
害
や
異
変
を
、
す
べ
て
特
定

の
人
事
　
(
君
主
の
背
徳
や
失
政
)
　
に
対
す
る
天
の
謹
告
と
説
く
。
災
異
思
想
と
い

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
『
春
秋
』
に
こ
の
よ
う
な
主
張
は
な
い
。

『
公
羊
伝
』
も
　
「
災
害
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
」
　
(
桓
公
元
年
、
億
公
二
十
一

年
)
、
「
異
変
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
」
　
(
隠
公
三
年
、
倍
公
十
年
、
成
公
十
六

年
)
　
と
言
う
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
一
つ
の
例
外
が
有
る
。
そ
れ
が
、
こ
こ
　
(
宣

公
十
五
年
)
　
の
伝
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
蝮
の
発
生
が
、
古
来
の
定
制
の
変
改
と

い
う
特
定
の
人
事
に
結
び
つ
け
て
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
災
異
応
験
説
に

近
い
も
の
で
あ
る
。
(
『
春
秋
公
羊
伝
』
宣
公
十
五
年
条
訳
注
　
『
五
経
論
語
』

筑
摩
書
房
一
九
七
〇
)

⑳
　
以
下
に
引
用
す
る
『
尚
書
大
伝
』
の
文
章
は
晴
・
陳
寿
戒
が
編
集
し
た
『
尚
書
大

伝
定
本
』
　
(
四
部
叢
刊
本
)
に
よ
る
。
先
ず
「
爵
貢
」
貨
の
　
「
五
嶽
皆
碗
石
而
出
雲
、

扶
寸
而
合
、
不
崇
朝
而
雨
天
下
」
と
い
う
一
節
は
、
億
公
三
十
一
年
に
「
購
石
而
出
、

膚
寸
而
合
。
不
崇
朝
雨
編
雨
平
天
下
者
唯
泰
山
爾
」
と
見
え
る
一
節
に
類
似
す
る
。

ま
た
同
じ
「
丙
貢
」
岩
の
　
「
東
原
庄
平
、
大
而
高
平
者
、
謂
之
大
原
。
下
而
平
者
、

謂
之
際
。
隕
之
言
浬
也
。
下
荘
日
限
」
と
い
う
一
節
は
、
昭
公
元
年
の
　
「
上
平
日
原
、

下
平
日
限
」
　
に
類
似
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
「
多
方
」
篇
の
　
「
古
者
十
税
一
。
多
於
十

税
「
　
謂
之
大
柴
小
乗
。
少
於
十
税
l
一
、
謂
之
大
菊
小
街
。
王
者
十
一
両
税
、
而
頒

督
作
美
」
は
、
宣
公
十
五
年
の
「
古
者
什
一
.
而
籍
。
古
者
島
鳥
什
一
而
籍
。
什
一
者
、

天
下
之
中
正
也
。
多
乎
什
一
、
大
祭
小
薬
。
寡
乎
什
一
、
大
藩
小
路
。
什
一
者
、
天

下
之
中
正
也
。
什
一
行
而
頒
璧
作
美
」
　
に
一
致
す
る
。

⑳
　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
と
き
、
『
公
羊
伝
』
の
放
烈
な
壌
夷
思
想
は
、
高
祖

よ
り
以
来
、
武
帝
時
代
に
至
る
ま
で
、
句
奴
か
ら
屈
辱
的
外
交
を
強
い
ら
れ
続
け
て

き
た
当
時
の
漢
人
の
意
識
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

⑳
　
本
文
中
に
お
い
て
は
直
接
触
れ
て
い
な
い
が
、
本
章
は
板
野
長
八
氏
「
公
羊
伝
に

ょ
る
春
秋
の
図
書
化
」
　
(
史
学
雑
誌
八
十
七
編
　
十
号
一
九
七
八
)
に
拠
る
と
こ

ろ
が
多
い
。
ま
た
山
田
琢
氏
の
一
連
の
論
考
か
ら
も
多
大
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る
。
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